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消費者事故等に関する情報の集約
及び分析の取りまとめ結果等

消費者問題の動向と消費者の意識・行動

１）�2008年６月に閣議決定された「消費者行政推進基本計画」を踏まえ、2009年５月に消費者庁関連三法（「消費者庁及び
消費者委員会設置法」（平成21年法律第48号）、「消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関す
る法律」（平成21年法律第49号）及び消費者安全法）の一つとして成立。同年９月、消費者庁の設置と共に施行。これに
より、消費者事故等の発生に関する情報が消費者庁に一元的に集約され、消費者被害の発生又は拡大防止のための各種措
置が講じられることとなった。

２）国民生活センター並びに都道府県、政令市及び市区町村の消費生活センターや消費生活相談窓口。

第 章１
　本章では、第１節において、消費者安全法1の規定に基づき、消費者庁に通知された消費者事故
等に関する情報を取り上げます。
　第２節では、消費者庁に寄せられた生命・身体に関する事故情報について取り上げます。
　第３節では、全国の消費生活センター等2に寄せられた消費生活相談について、属性別にみた相
談の動向、相談の多い商品やサービス等を概観します。また、デジタル化に関わる消費生活相談や
国民生活センター越境消費者センター（CCJ）に寄せられた相談内容を紹介します。
　第４節では、最近の消費者被害・トラブルに関する経験についてのアンケート結果や、2025年
の消費者被害・トラブル額の推計結果を紹介します。

消費者安全法の規定に基づき
消費者事故等に関する情報を集約

　消費者安全法における消費者事故等とは、消
費者と事業者の関係において生じた消費生活の
安全を脅かす事故等をいい、生命・身体に関す
る事故のみならず、財産事案も含みます（図表
Ｉ-1-1-1）（図表Ｉ-1-1-2）。また、重大事故
等とは、生命・身体に関する事故のうち、被害
が重大なものやそのおそれがあるものをいいま
す。同法第12条第１項の規定に基づき、行政
機関の長、都道府県知事、市町村長及び国民生
活センターの長は、重大事故等が発生した旨の
情報を得たときは、それを直ちに消費者庁（内
閣総理大臣）に通知することとされています。

また、重大事故等以外の消費者事故等が発生し
た旨の情報を得た場合であって、被害が拡大し、
又は同種・類似の消費者事故等が発生するおそ
れがあると認めるときにも、同条第２項の規定
に基づき、消費者庁（内閣総理大臣）に通知す
ることとされています。そして、消費者庁（内
閣総理大臣）は、同法第13条第１項の規定に
基づき、これらの通知により得た情報等が消費
者安全の確保を図るために有効に活用されるよ
う、迅速かつ適確に、当該情報等の集約及び分
析を行い、その結果を取りまとめることとされ
ています。取りまとめた結果は、同条第２項の
規定に基づき、関係行政機関、関係地方公共団
体及び国民生活センターに提供するとともに、
消費者委員会に報告することとされています。

消費者庁に通知された消費者事故等に関する情報の集約及び分析の取りまとめ結果第１節
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図表 I-1-1-1 「消費者事故等」と「重大事故等」・「多数消費者財産被害事態」の関係

生命身体事故等（法第２条第６項）

重大事故等

（法第２条第７項第１号）

上の事故のうち被害が重大な

もの（死亡、負傷又は疾病

（30日以上の治療期間）、

一酸化炭素中毒等）

上の事態のうち左の事故を発

生させるおそれがあるものと

して政令で定める要件に該当

するもの（火災等）

（法第２条第５項第１号） （法第２条第５項第２号） （法第２条第５項第３号）

多数消費者
財産被害事態

消費者の利益を不当に害し、又は消費者の自主的かつ合理的な

選択を阻害するおそれがある行為であって政令で定めるものが

事業者により行われた事態

上の事態のうち、同号に定める行為に係る取引であって次のい

ずれかに該当するものが事業者により行われることにより、多

数の消費者の財産に被害を生じ、又は生じさせるおそれのある

もの

（法第２条第８項第１号）

左に掲げるもののほか、消費

者の財産上の利益を侵害する

こととなる不当な取引であっ

て、政令で定めるもの

＜事故発生のおそれのある事態＞

消費安全性を欠く商品等・

役務の消費者による使用等

が行われた事態のうち、左

の事故が発生するおそれが

あるものとして政令で定め

る要件に該当するもの

＜被害が発生した事故＞

 ・ 商品等・役務の消費者に

 よる使用等に伴い生じた

 事故

 ・ 死亡、負傷又は疾病

　 （１日以上の治療期間）、

　 一酸化炭素中毒等

財産に関する事態（法第２条第５項第３号）

（法第２条第７項第２号） 消費者の財産上の利益を侵害

することとなる不当な取引で

あって、事業者が消費者に対

して示す取引の対象となるも

のの内容又は取引条件が実際

のものと著しく異なるもの

（法第２条第８項第２号）

消費者事故等

消
費
者
事
故
等

注：事業者とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者（国、地方公共団体及びNPOを含む。）をいい、個人にあっては、当該事業を行

うものに限る。消費者とは、個人（事業を行う場合におけるものを除く。）をいう。

図表 I-1-1-2 消費者安全法に定める消費者事故等の概念図

消費者と事業者の関係において生じた消費生活の安全を脅かす事故等

生命・身体分野

事業として供給された
商品・製品の消費者に
よる使用等に伴い生じ
た事故等

事業として又は事業の
ために提供されたサー
ビスの消費者による使
用等に伴い生じた事故
等

事業のために提供又は
利用に供された物品・
施設・工作物の消費者
による使用等に伴い生
じた事故等 「事業者」との関係

がないもの

（例）　自然災害

※１　商品等又は役務
が消費安全性を欠くこ
とにより生じたもので
はないことが明らかで
あるものを除く。

「消費生活」におい
て生じた事故では
ないもの

（例）　
・労働災害
・公害

（例）
・薬品による健康被害
・自動車の欠陥による事故
・家電製品による発火
・健康食品による健康被害

（例）
・バス、タクシー、鉄道、
 航空機等の事故
・医療事故
・レストランでの食中毒
・学校での授業中の事故
・エステによる皮膚障害

（例）
・駅やスーパーでの
 エレベーター事故
・公園遊具による事故
・道路の陥没事故
・菓子のおまけの玩具の
 誤飲事故

商品や施設、工作物等、又は役務によって生命・身体に被害が発生した事故（※１）
又はそのおそれのある事態　

財産分野

（例）

消費者の利益を不当に害し、又は消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそ
れがある行為であって政令で定めるもの（※２）が事業者により行われた事態
※２　虚偽又は誇大な広告・表示、不実告知、断定的判断の提供等

・有料サイトの利用料が未納となっているとして料金の支払を要求するもの
・在宅ワークを希望する消費者に様々な名目で多額の金銭の支払を要求するもの
・必ず稼げるなどとして、高額な情報商材等を販売するもの
・収益を得られるなどとうたい、通信機器に高額の投資をさせるもの

また、同条第３項及び第４項の規定に基づき、
国民に対して公表するとともに、国会に報告を
行うこととされています。

　なお、消費者庁に通知された重大事故等につ
いては、定期的に事故の概要等を公表していま
す。
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2025年度に通知された
消費者事故等は１万4,598件

　消費者安全法の規定に基づき2025年度に消
費者庁（内閣総理大臣）に通知された消費者事
故等は１万4,598件3で、2024年度の１万4,461
件から0.9％増加しました。内訳は、同法第12
条第１項等の規定に基づいて通知された重大事
故等が2,036件（2024年度1,849件、前年度比

10.1％増）、同条第２項等の規定に基づいて通
知された消費者事故等が１万2,562件（2024
年度１万2,612件、前年度比0.4％減）でした。
　このうち、生命身体事故等は5,990件（2024
年度5,471件、前年度比9.5％増）、重大事故等
を除く生命身体事故等は3,954件（2024年度
3,622件、前年度比9.2％増）、財産事案は8,608
件（2024年度8,990件、前年度比4.2％減）で
した（図表Ｉ-1-1-3）。

３）消費者安全法第12条第１項及び第２項並びに第29条第１項及び第２項の規定に基づく通知を集計。

消費者安全法の規定に基づき消費者庁に通知された消費者事故等の件数の推移図表 I-1-1-3
（件）

（年度）

生命身体

事故等

5,990

重大事故等

2021 2022 2023 2024 2025

18,000

15,000

12,000

9,000

6,000

3,000

0

財産事案重大事故等 重大事故等を除く生命身体事故等

消費者安全法

第12条第２項等

の規定に基づき

通知された

消費者事故等

12,562

（備考）１．消費者安全法の規定に基づき、行政機関の長、都道府県知事、市町村長及び国民生活センターの長から消費者庁に通知さ

 れた消費者事故等の件数。

　　　　２．｢重大事故等」とは、消費者安全法第12条第１項等の規定に基づき通知された重大事故等のこと。

1,500 1,351 1,658 1,849 2,036

2,492
3,563

3,977 3,622
3,954

14,941
15,308

16,298

14,461 14,598

10,949

10,394

10,663

8,990 8,608
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　重大事故等を除く生命身体事故等を事故内容
別にみると、集計上「その他」に分類されてい
るアレルゲン表示の欠落や消費期限の誤表示等
の食品表示法違反による食品リコールが多く
なっています。また、「中毒」は727件（18.4％）、

「異物の混入・侵入」は616件（15.6％）、「転落・
転倒・不安定」は201件（5.1％）、「腐敗・変質」
は158件（4.0％）となっています（図表Ｉ-1-
1-5）。「中毒」の内容は、そのほとんどが食中
毒であり、ノロウイルスやカンピロバクター等

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

（件）

（年度）2024202320222021 2025

105
103

211

260

243

16 
12 

15 
1,500

1,351

1,658

1,849

2,036

1,252
1,141 1,256

1,408

1,612

127

95

176

168

172

（備考）１．消費者安全法の規定に基づき、消費者庁に通知された消費者事故等のうち、生命身体事故等（重大事故等）の件数。

　　　　２．｢その他」には、発煙・発火・過熱、点火・燃焼・消火不良、破裂、ガス爆発、ガス漏れ、燃料・液漏れ等、化学物質による危

険、漏電・電波等の障害、製品破損、部品脱落、機能故障、操作・使用性の欠落、誤飲、中毒、異物の混入・侵入、腐敗・変

質、その他、無記入が含まれる。

火災 転落・転倒・不安定 その他交通事故

13 

9 

生命身体事故等（重大事故等）の事故内容別の推移図表 I-1-1-4

（件）

（年度）2024202320222021 2025

2,492

3,563 3,622

355 451
615 717 727

40

536
680 631 616

49

66 

178 151 2012,028

2,399

2,321

1,975

2,252

20

111

183 148 158

4,000

4,500

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

（備考）１．消費者安全法の規定に基づき、消費者庁に通知された消費者事故等のうち、生命身体事故等（重大事故等を除く。）の件数。

　　　　２．｢その他」には、発煙・発火・過熱、点火・燃焼・消火不良、破裂、ガス爆発、ガス漏れ、燃料・液漏れ等、化学物質による危

険、漏電・電波等の障害、製品破損、部品脱落、機能故障、操作・使用性の欠落、交通事故、誤飲、その他、無記入が含まれる。

　　　　３．2021年６月から、食品衛生法及び食品表示法の改正により、食品リコールの届出が義務化。

中毒 異物の混入・侵入 腐敗・変質 その他転落・転倒・不安定

3,977 3,954

生命身体事故等（重大事故等を除く。）の事故内容別の推移図表 I-1-1-5

　重大事故等を事故内容別にみると、「火災」
が1,612件（79.2％）で約８割を占めています
（図表Ｉ-1-1-4）。事故内容が「火災」の事例
としては、主に自動車、生活家電及びリチウム

イオン電池内蔵充電器やポータブル電源等のそ
の他の光熱水品からの出火が火災につながった
例がみられます。
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によるものです。「異物の混入・侵入」の内容は、
そのほとんどが食品衛生法違反又はそのおそれ
による食品リコールであり、主な原因は、食品
製造加工過程でのビニール片や金属片等の異物
の混入や、包装不良、保存方法の誤りです。
　消費者庁では、消費者に対し、このような生
命身体事故等の通知を端緒とした注意喚起を
行っています。2025年度は、チャイルドシー

トの事故4や、リチウムイオン電池使用製品の
事故5等について、事故事例を取り上げながら、
注意ポイントをまとめ、消費者へ事故防止を呼
び掛けました。
　財産事案を商品・サービス別にみると、
2025年度は「商品」が4,515件（52.5％）で、
「サービス」は3,995件（46.4％）でした（図
表Ｉ-1-1-6）。

４）�消費者庁「チャイルドシート、体格に合わせて正しく装着できていますか？－ 正しく装着して正しく乗せることがこど
もの命を守ります －」（2025年７月公表）

５）�消費者庁・総務省消防庁・経済産業省・環境省「リチウムイオン電池使用製品による発火事故に注意しましょう － 身に
着ける、持ち歩く製品にも使用されています －」（2025年10月公表）

（件）

（年度）

（備考）消費者安全法の規定に基づき、消費者庁に通知された消費者事故等のうち、財産事案の件数。

2024202320222021 2025

6,418

5,915 6,120

5,041

4,515

4,366

4,354 4,348

3,863

3,995

165 

125 
195 

86 
98 

10,949

10,394
10,663

8,990
8,608

1.1％

46.4％

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

サービス 他の相談商品

52.5％

消費者庁に通知された財産事案の件数の推移図表 I-1-1-6
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　「商品」の内訳は、「光熱水品」が17.6％と
最も多く、次いで「保健衛生品」が7.6％でした。
　「サービス」の内訳は、「教養・娯楽サービス」

が10.1％と最も多く、次いで「金融・保険サー
ビス」が9.1％でした（図表Ｉ-1-1-7）。

通知された財産事案の内訳（2025年度）図表 I-1-1-7

（備考）１．消費者安全法の規定に基づき、2025年度に消費者庁に通知された消費者事故等のうち、財産事案についての内訳。

　　　　２．｢その他の役務」とは、レンタル・リース・賃借、役務一般、管理・保管及びクリーニング。

光熱水品 17.6％

保健衛生品 7.6％

商品 52.5％

食料品 4.9％

教養娯楽品 4.4％

商品一般 4.3％

住居品 4.1％

土地・建物・設備 4.1％

被服品 3.1％
車両・乗り物 1.7％

他の商品 0.7％

教養・娯楽サービス 10.1％

金融・保険サービス 9.1％

サービス 46.4％保健・福祉サービス 8.6％

他の役務 6.7％

運輸・通信サービス 3.0％

修理・補修 2.6％

工事・建築・加工 2.5％

内職・副業・ねずみ講 1.1％

他の行政サービス 0.8％
その他の役務 0.8％

他の相談 1.1％

教育サービス 1.1％
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簡単に稼げると
見せかける手口（６件）

支援金詐欺（４件）

偽サイト（３件）

ウェブサイト上の表示とは
異なる高額な料金の請求（２件）

威迫してクーリング・オフ等を
させない手口（１件）

手口 具体例

SNS等に表示されるアンケート副業に関する広告をきっかけに、副業のサポート
プランを契約すれば、簡単に契約金額以上の報酬を得ることができるなどと説明
していたが、副業によって当該報酬を得ることができるかどうかは、消費者のア
フィリエイトの成功報酬に左右される不確実なものであった。

求人サイト上で、「完全在宅ワーク」、「未経験者OK」といった条件に合う
「データ入力」の求人情報を掲載し、面接を受けさせていたが、実際には求人情
報とは異なる「WEBマーケティング」と称する業務を勧め、高額なコンサルティ
ング契約を締結すれば、一定額以上の収入が得られるかのように告げていた。し
かし、「WEBマーケティング」の収入はアフィリエイトの成功報酬に左右される
不確実なものであった。

公的に存在するかのような名称をかたって、消費者に支援金を給付する旨のメー
ルを送付し、数千円から１万円程度の手数料を支払うなどすれば多額の支援金が
給付されるかのように告げていたが、架空又は実在の機関とは関係のない機関名
が用いられたものであり、支援金が給付されることはなかった。

「お米を安く販売しているかのように装ったサイト」で商品を注文させていた
が、実際には、表示がある事業者の所在地や連絡先の情報は虚偽であり、当該サ
イトは偽サイトであった。消費者が商品代金を支払っても、注文した商品は届か
なかった。

電気工事業者のウェブサイト上で、大手電力会社からの依頼実績や、電気工事士
の資格者が対応すること等を表示していたが、実際には、大手電力会社と取引の
実態はなく、かつ、電気工事士の資格を有さない者が作業に従事していた場合が
あり、広告・表示の内容とは異なるものであった。また、電気工事契約締結に際
し、実際には、停電の原因は、電力会社の所有・管理部分に起因するものである
にもかかわらず、消費者宅の工事が必要であるかのように不実のことを告げてい
た。

水回りトラブル対応業者のウェブサイト上で、「水道つまり漏れ2,980円～」、
「一般的な水道事業者　合計　9,800～58,000円（当該事業者）　合計　2,980～
35,000円」などと表示することにより、あたかも、最大でも３万5,000円程度の
料金で水回りのトラブルが解決できるかのように広告・表示していたが、実際に
は、表示された範囲内の料金ではなく数十万円もの請求をされるなど、広告・表
示の内容とは異なるものであった。

電話で「自宅のインターネット料金が安くなる」などと勧誘し、料金請求の目的
であることを秘して、消費者からクレジットカード情報を入手し、後日一方的に
モバイルWi-Fi機器を送付するなどして料金請求をするとともに、クーリング・
オフ等の申入れに対し、高圧的な態度で「今さらクーリング・オフなんて迷惑
だ」などと告げて料金を請求していた。

消費者安全法の規定に基づく注意喚起を行った財産事案例（2025年度）図表 I-1-1-8

　消費者庁では、通知された情報を基に、消費
者安全法第38条の規定に基づく消費者への注
意喚起を行っており、財産事案においては
2025年度に注意喚起を16件行いました（図表
Ｉ-1-1-8）。注意喚起の主な事案は、高額な
コンサルティング契約を締結し、コンサルティ
ングの指導に従い業務を実施すれば、一定額以

上の収入が得られるかのように告げていたが、
実際の収入はアフィリエイトの成功報酬に左右
される不確実なものであった事案、お米を安く
販売しているかのように装った偽サイトを公開
し、商品を注文させていたが、サイト内に表示
された事業者の所在地や連絡先は虚偽であり、
商品が届かなかった事案等です。
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６）�商品やサービス、設備等により、生命や身体に危害を受けたという内容の相談。
７）�商品やサービス、設備等により、生命や身体に危害を受けるまでには至っていないが、そのおそれがあるという内容の相
談。

８）�消費生活用製品の使用に伴い生じた事故（消費生活用製品の欠陥によって生じたものでないことが明らかな事故以外のも
の）のうち重大なもの。消費生活用製品事故の中でも、死亡や30日以上の治療を要するなど被害が重大であった事案や
火災等の発生があった事案を指しており、消費生活用製品安全法第２条第６項に規定されている。

９）�2026年3月31日時点の参画機関は以下のとおり。
　　�消費者庁、国民生活センター、消費生活センター等、日本司法支援センター（法テラス）、厚生労働省、農林水産省、経
済産業省、独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE）、国土交通省、独立行政法人日本スポーツ振興センター及び公益
財団法人日本中毒情報センター。

（１）
事故情報データバンクに集約された

生命・身体に関する事故情報等

生命・身体に関する事故情報等は
事故情報データバンクに一元的に集約

　生命・身体に関する事故情報等は事故情報
データバンクに一元的に集約されており、消費
者庁ではこれらの情報を活用して消費者の安全
対策に取り組んでいます。
　事故情報データバンクは、生命・身体に関す
る事故情報を広く収集し、事故防止に役立てる

ためのデータ収集・提供システムであり、消費
者庁と国民生活センターが連携し、関係機関の
協力を得て、2010年４月から運用しています
（図表Ｉ-1-2-1）（図表Ｉ-1-2-2）。前述した
消費者安全法の規定に基づく生命身体事故等の
通知、PIO-NETデータにおける「危害情報6」
及び「危険情報7」、消費生活用製品安全法の規
定に基づき事業者から報告された「重大製品事
故8」の情報並びに参画機関9から寄せられた生
命・身体に関する事故情報が登録され、インター
ネット上で検索・閲覧することができます。消
費者庁ではこれらの情報を分析して同様の事故
等が起きないよう、注意喚起等に活用しています。

消費者庁に集約された生命・身体に関する事故情報等第２節

生命・身体に関する事故発生

2025年度登録件数： 29,106 件
 （2009年９月から2026年３月末までの累積件数： 431,320件）

国民生活センター・
消費生活センター等

生命・身体に関する事故情報を登録
生命・身体に関する
相談情報を登録

報告された重大
製品事故を登録

重大事故等の通知
2,036件

PIO-NETデータ
14,522件

重大製品事故の
報告 1,425件

（消費生活用製品）

消費者庁・

国民生活センターを除く

事故情報データバンク

参画機関

からの通知

5,819件

関係省庁・地方公共団体等 事業者

重大事故等を除く
生命身体事故等の通知

3,954件

事故情報データバンク

（備考）１．生命身体事故等（重大事故等を含む。）及び重大製品事故は2025年度に通知又は報告された件数、PIO-NETデータは2025年度に受

け付け2026年３月31日までにPIO-NETに登録された相談件数となっており、１事案が複数機関から通知される場合があることや事

故情報データバンク登録までに一定期間を要することから、累積件数及び登録件数はそれぞれの件数を合計しても一致しない。

　　　　２．2025年度の事故情報データバンクへのアクセス件数は、3,688,410件となっている（全画面を集計）。

　　　　３．消費生活用製品とは、主として一般消費者の生活の用に供される製品のうち、他の法令で個別に安全規制が設けられ、その規制

の対象となっているもの（食品・医薬品・乗用車等）を除く製品。

　　　　４．その他、医療機関ネットワーク参画機関からも消費者庁に事故情報が提供されている。

生命・身体に関する事故情報の集約図表 I-1-2-1

11

第
１
部

第
１
章

第
２
節　

消
費
者
庁
に
集
約
さ
れ
た
生
命
・
身
体
に
関
す
る
事
故
情
報
等



　2025年度の事故情報データバンクには２万
9,106件の事故情報が登録され、このうち、消
費者庁及び国民生活センターを除く事故情報
データバンク参画機関からの通知は5,819件で
した。また、2026年3月31日時点で登録され
ている情報は累計で43万1,320件です。
　消費者安全法の規定に基づく通知について
は、前節で既に紹介しているため、ここではそ
れ以外の集約された生命・身体に関する事故情
報について取り上げます。

消費者庁

国民生活センター・
消費生活センター等

日本司法支援センター
（法テラス）

厚生労働省

農林水産省

消費者庁・経済産業省・
農林水産省

独立行政法人
製品評価技術基盤機構（NITE）

国土交通省（都市公園）

国土交通省
（自動車の事故・火災）

国土交通省
（自動車の不具合）

国土交通省
国土技術政策総合研究所

独立行政法人
日本スポーツ振興センター

公益財団法人
日本中毒情報センター

参画機関 登録情報

消費者安全法の規定に基づいて消費者庁が集約している情報で、地方公共団体、
各省庁等から通知され、重大事故等として公表した事故情報（原因究明中の事故
を含む。）及び消費者事故等として通知された事故情報（事実確認（因果関係の
精査等）を経ていない情報を含む。）を登録。

国民生活センターと消費生活センター等に寄せられた相談情報のうち、危害、危
険に関する情報を登録。PIO-NETから転載。消費者からの任意の申出情報に基づ
いており、事実確認（因果関係の精査等）を経ていない情報を含む。

法テラスに寄せられた相談情報のうち、危害、危険に関する情報を登録。消費者
からの任意の申出情報に基づいており、事実確認（因果関係の精査等）を経てい
ない情報を含む。

食品衛生法の規定に基づいて厚生労働省が集約している、保健所が調査、地方公
共団体が食中毒として断定した食中毒事件の発生情報を登録。

地方農政局等で入手した食品に由来する消費生活上の事故情報等の情報を登録。
消費者からの任意の申出情報を含む。

消費生活用製品安全法の規定に基づいて事業者から報告を受けた重大製品事故を
登録。製品起因かどうか原因究明中の事故を含む。

消費生活用製品安全法の重大製品事故には該当しないが、重大製品事故に準ずる
ものとして、事業者や消防等からの通知を受けた情報を登録。製品起因かどうか
原因究明中の事故を含む。

都市公園で発生した重大な事故に関する情報として管理者等から報告を受けた情
報を登録。

自動車不具合情報ホットライン等を通じて国土交通省に寄せられた情報のうち、
生命・身体に関する消費生活上の事故と消費者庁が判断した情報を登録。

国土交通省が消費者から通知を受けた任意の申出情報を登録。建築物事故情報
ホットラインから転載。事実確認（因果関係の精査等）を経ていない情報を含
む。

日本スポーツ振興センターが災害共済給付において給付した学校の管理下の死
亡・障害事例として公表している情報のうち、消費生活上の事故情報を登録。

日本中毒情報センターの「中毒110番」が医療機関への追跡調査により収集した
急性中毒に関する事例のうち、消費生活上の事故により治療が必要となった事
例、かつ、事故発生状況や健康被害等の観点から情報共有する必要があると判断
したものを登録。因果関係の精査等を経ていない情報も含む。

自動車メーカーや自動車輸入事業者から国土交通省に報告のあった自動車の不具
合による事故・火災情報を登録。登録している事故・火災情報には、自動車メー
カーの設計・製作に起因するものだけでなく、整備不良やユーザーの不適切な使
用等他の要因に起因するもの、また、不具合の原因が判明していないものも含
む。登録内容については、自動車メーカー等からの報告を基に記載しているが、
詳細な調査等ができないものも含む。

図表 I-1-2-2 事故情報データバンクに登録されている情報
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図表 I-1-2-3 危害情報及び危険情報の件数の推移

（年度）

（備考）１．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2026年３月31日までの登録分）。

　　　　２．危害情報とは、商品やサービス、設備等により、生命や身体に危害を受けたという内容の相談。

　　　　３．危険情報とは、商品やサービス、設備等により、生命や身体に危害を受けるまでには至っていないが、そのおそれが

　　　　　　あるという内容の相談。

20252024202320222021

危険情報危害情報

20,000

15,000

10,000

5000

0

11,293 
12,895 12,520 12,808 12,283 

1,946 

2,052 2,318 2,295 2,239 13,239 

14,947 14,838 15,103 14,522 

（件）

危害情報の件数の推移（危害内容別）図表 I-1-2-4

（件）

（年度）

（備考）PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2026年３月31日までの登録分）。

　　　　

20252024202320222021

その他刺傷・切傷熱傷擦過傷・挫傷・打撲傷消化器障害皮膚障害

15,000

10,000

5,000

0

11,293

4,114

433 

549 
563 

1,183

4,451

12,895

4,561

449 
545 
612 

1,324

5,404

12,520

4,930

439 

627 
579 

1,531

4,414

12,808

5,150

464 
572 
492 

1,808

4,322

12,283

5,287

501 
534 
627 

1,428

3,906

PIO-NETに収集された2025年度の
危害・危険情報は１万4,522件

　2025年度にPIO-NETに登録された消費生活
相談情報のうち、危害情報及び危険情報は１万
4,522件でした。このうち、危害情報は１万
2,283件で2024年度の１万2,808件から減少
し、危険情報は2,239件で2024年度の2,295件
から減少しました（図表Ｉ-1-2-3）。

　危害情報を内容別にみると、2025年度は「そ
の他」を除き、「皮膚障害」が最も多く、次い
で「消化器障害」の順となっており、これらを
合わせると全体の約４割を占めます（図表
Ｉ-1-2-4）。
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　主な相談内容としては、「皮膚障害」では、「化
粧品等によりかゆみや赤み、湿

しっ

疹
しん

が出た」、「健
康食品を食べたらじんま疹

しん

や湿疹が出た」と
いったものがみられました。「消化器障害」では、
「健康食品を食べたら下痢や気分が悪くなるな
どの体調不良になった」、「飲食店での食事をし
た後や、購入した食品又は配達された食事を
とった後に腹痛や嘔

おう

吐
と

、下痢になった」といっ
たものがみられました。
　危険情報を内容別にみると、2025年度は「そ
の他」を除き、「過熱・こげる」が最も多く、
次いで「機能故障」、「異物の混入」の順でした
（図表Ｉ-1-2-5）。
　主な相談内容としては、「過熱・こげる」では、
「家電製品やスマートフォンのバッテリー、照
明器具等が過熱や発熱した」といったもの、「機
能故障」では、「購入したばかりの中古自動車
のエンジンに不具合が生じ、走行不能になった」
といったもの、「異物の混入」では、「スーパー

マーケット等で購入した食品から金属片、プラ
スチック片等の異物が出てきた」といったもの
がみられました。

消費生活用製品安全法の規定に基づき2025
年度に報告された重大製品事故は1,425件

　消費生活用製品安全法では、重大製品事故が
生じたとき、事業者は消費者庁（内閣総理大臣）
に報告することとされています。同法の規定に
基づき、2025年度に報告された重大製品事故
は1,425件で、2024年度より増加しました。
　製品別では、「電気製品」が1,167件、「ガス
機器・石油機器」が112件、「その他」が146
件でした（図表Ｉ-1-2-6）。「電気製品」では
電池（バッテリー）やエアコン（室外機）、「ガ
ス機器・石油機器」では石油ストーブやガスこ
んろ等、「その他」では自転車や椅子等の事故
が多く報告されました。

図表 I-1-2-5 危険情報の件数の推移（危険内容別）

（件）

（年度）

（備考）PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2026年３月31日までの登録分）。

202520242023

その他破損・折損発煙・火花異物の混入機能故障過熱・こげる

3,000

2,000

1,000

0

2021

1,946

693

198

284

271
216

284

2022

2,052

688

217
269

316

260

302

2,318

877

217
292

335

304

293

2,295

807

203

274

378

294

339

2,239

843

202

261

303

312

318

（年度）20252024202320222021

（件）

（備考）１．消費生活用製品安全法の規定に基づき、消費者庁に報告された重大製品事故の件数。

        ２．報告後、要件を満たさなかったことが判明し公表しなかったものを含む。

671 747

1,012
1,167

112
146

113

170

1,295

844

149

177

1,170

144

217

1,108

209

988

108

電気製品 ガス機器･石油機器 その他

0

300

600

900

1,200

1,500 1,425

図表 I-1-2-6 消費者庁に報告された重大製品事故の件数の推移
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（２）
医療機関ネットワーク・医師

から収集された情報

　消費者が消費生活上で生命・身体に被害を生
ずる事故に遭い、医療機関を受診しても、地方
公共団体や消費生活センター等に連絡をしない
可能性があります。そのため、事故情報データ
バンク参画機関以外からも事故情報が消費者庁
に寄せられるよう、消費者庁では2010年12月か
ら国民生活センターと共同で「医療機関ネット
ワーク事業」を実施しています（図表Ｉ-1-2-7）。
　医療機関ネットワーク事業には、2026年３月

31日時点で32の医療機関が参画しています10。
事業に参画する医療機関から、事故情報を収集
し、同種・類似事故の再発を防止するために活
用しています。
　2025年度に医療機関ネットワークに収集さ
れた生命・身体に関する事故情報11は2,656件
です。事故の内容は、「転落」が732件と最も
多く、次いで「転倒」が481件、「誤飲・誤

ご

嚥
えん

」
が414件でした（図表Ｉ-1-2-8）。
　また、国民生活センターでは、医師から直接
情報提供を受ける窓口12を設置するとともに学
会や医師会への周知に努め、寄せられた情報を
消費者庁と共有しています。

10）�2026年３月31日時点の参画医療機関は以下の32機関。医療法人渓仁会手稲渓仁会病院、公益財団法人星総合病院、日本
赤十字社前橋赤十字病院、日本赤十字社さいたま赤十字病院、埼玉医科大学病院、国立研究開発法人国立成育医療研究セ
ンター、日本赤十字社東京都支部大森赤十字病院、順天堂大学医学部附属練馬病院、地方独立行政法人東京都立病院機構
東京都立小児総合医療センター、日本赤十字社横浜市立みなと赤十字病院、社会福祉法人恩賜財団済生会神奈川県病院、
国立大学法人富山大学附属病院、国立大学法人山梨大学医学部附属病院、長野県厚生農業協同組合連合会佐久総合病院、
社会医療法人財団慈泉会相澤病院、社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院、近江八幡市立総合医療センター、滋賀県立
総合病院、日本赤十字社長浜赤十字病院、日本赤十字社京都第二赤十字病院、社会医療法人協和会加納総合病院、地方独
立行政法人大阪府立病院機構大阪急性期・総合医療センター、社会医療法人松本快生会西奈良中央病院、鳥取県立中央病
院、地方独立行政法人広島県立病院機構県立広島病院、徳島県立中央病院、徳島県立海部病院、徳島県立三好病院、国立
大学法人九州大学病院、国立大学法人佐賀大学医学部附属病院、日本赤十字社熊本赤十字病院及び宮崎県立宮崎病院。

11）�医療機関ネットワークに収集される事故情報は、32の医療機関を受診する原因となった事故のうち、各医療機関が重大
性等の観点から選択して収集するものであり、各医療機関を受診する原因となった全ての事故を対象としているものでは
ない。また、事故分類・件数等は、今後事故情報を更に蓄積・分析していく過程で変わる場合がある。

12）�医師からの事故情報受付窓口（愛称：ドクターメール箱）。

※2026年３月31日時点

消費者への注意喚起

事業者に対する改善要望

安全基準の見直し　等

基礎的なデータ集計・分析

商品テストや専門家等による

調査・分析

関係機関への情報提供

事業に参画する医療機関から、消費生活において生命又は身体に被害が生じた事故情報を、消費者の不注意や

誤使用によると思われる場合も含めて幅広く収集。

省庁横断的な取組が必要な事故や、いわゆるすき間事案に係る事故、被害の拡大が懸念される事故等をいち早

く抽出し、注意喚起の実施等再発防止に活用。

事故の内容を報告身の回りの

商品やサービスによって

けがや病気になった

社会に広く情報発信
事故の再発防止

全国32病院※と
ネットワークを構築

消費者

再発防止への取組
消費者庁

国民生活センター

参画病院

医 療 機 関
ネットワーク

事 業

図表 I-1-2-7 医療機関ネットワーク事業
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13）�「道路交通法」（昭和35年法律第105号）第71条の３第３項
14）�消費者庁「チャイルドシート、体格に合わせて正しく装着できていますか？ － 正しく装着して正しく乗せることがこど
もの命を守ります －」（2025年７月公表）

（３）
生命・身体に関する

事故情報の事例

　消費者庁及び国民生活センターでは、収集さ
れた事故情報を分析し消費者に注意喚起を行っ
ています。ここでは、2025年度に注意喚起を
行った事例について紹介します。

チャイルドシートでの事故

　６歳未満の子供を乗車させる際には、原則と
してチャイルドシートを使用することが義務付
けられており13、万が一の事故に遭った際には、
子供の安全を守る効果が期待されています。ま
た、６歳以上の子供でも、身長や体格に応じて
チャイルドシートを使用することが推奨されて
います。
　一方で、チャイルドシートは、適正に使用さ
れなければ、その効果を十分に発揮できず、場
合によっては事故につながるおそれがありま
す。チャイルドシートの不適正な使用が一因と
思われる、次のような事故情報が医療機関から
消費者庁に寄せられています。

　【事例】（括弧内はこどもの年齢）
・母親が５か月のこどもを後ろのチャイルド
シートに乗せようとしていたため、３歳のこど
もが座席への固定が不十分な助手席のチャイル
ドシートに自分で座ったところ、チャイルド
シートごと車外に転落した（３歳）。
・公園の駐車場で、後部座席のチャイルドシー
トにこどもを座らせていたがチャイルドシート
のベルト（ハーネス）はしていなかったところ、
気がつくと地面に仰向けで落ちていた（０歳）。
・自家用車の後部座席に取り付けている年上の
きょうだいが使っている学童用チャイルドシー
トに、１歳のこどもを乗せて時速30kmで走っ
ていたところ、急ブレーキをかけた際にチャイ
ルドシートから落ちた（１歳）。
　これらを踏まえ、消費者庁では、子供の安全
を守るため、チャイルドシートを選ぶ際、取り付
ける際、使う際のポイントをまとめ、消費者に注
意喚起を行いました14（図表Ｉ-1-2-9）。

医療機関ネットワークに収集された事故情報（2025年度）図表 I-1-2-8

（備考） １．消費者庁及び国民生活センターにおいて集計。

　　　　 ２．｢治療を必要とする」のうちの「その他」は、治療を必要とするが転医等により詳細不明の事例が該当。

（件）

誤飲・誤嚥

転倒

転落

刺す・切る

挟む

ぶつかる・当たる

さわる・接触する

溺れる

有害ガスの吸引

その他

不明

合計

ごえん

治療の有無等
治療を必要と

しない

治療を必要とする
 死亡 合計

即日治療
完了

 要通院  要入院 その他事故のきっかけ

196

125

314

8

26

96

26

0

2

30

4

827

53

212

194

91

49

165

139

1

0

44

5

953 

54

58

107

7

6

31

26

3

3

12

1

308308

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

11

0

0

1

0

0

0

1

0

0

1

0

3

414 

481 

732 

155 

112 

362 

226 

4 

5 

153 

12 

2,656 

111

86

115

49

31

70

34

0

0

66

2

564 
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（備考）消費者庁「チャイルドシート、体格に合わせて正しく装着できていますか? ー 正しく装着

  　　　して正しく乗せることがこどもの命を守ります ー」（2025年７月公表）により作成。

【選ぶ際のポイント】

（１）こどもの体格に合ったものを選び、使用する車に適合しているか確認しましょう

（２）チャイルドシート安全基準マーク（Ｅマーク）が付いているか確認しましょう

【取り付ける際のポイント】

（１）ISO-FIX固定方式のものを使用し、後部座席に取り付けましょう

（２）取扱説明書や取付け方法を解説した動画等を参考に、しっかり取り付けましょう

【使う際のポイント】

（１）車での移動が短時間でも、こどもをチャイルドシートに正しく座らせ、体格に合わせて

　　　シートの角度、背面の高さやベルトの長さを調節し、バックルを確実に締めましょう

（２）暑い季節には、本体やベルト等に使用されている金具が熱くなり、こどもが火傷するお

　　　それがあるため、事前に各部に触れて確認しましょう

図表 I-1-2-9 チャイルドシートを選ぶ際、取り付ける際、使う際の注意点 

リチウムイオン電池使用製品による
発火事故

　リチウムイオン電池は、モバイルバッテリー
やスマートフォンのほか、ワイヤレスイヤホン、
スマートウォッチ、携帯用扇風機等、日常生活
で身に着けたり、持ち歩いたりする様々な製品
に使用されています。
　しかし、リチウムイオン電池は熱や衝撃に弱
いといった性質があり、取扱いを誤ると、発煙・
発熱・発火等の事故が発生するおそれがありま
す15。消費者庁には、これらのリチウムイオン
電池使用製品についての様々な事故情報が寄せ
られています。
　発熱・発火等の事故がみられる数ある製品の
中から、特に近年、より身近になったワイヤレ
スイヤホン、スマートウォッチ及び携帯用扇風
機の３製品についてみると、事故情報データバ
ンクには、発煙・発熱・発火・破裂・爆発等の
事故情報が2020年度から2024年度までの５年
間で計162件登録されています。
　このうち、リチウムイオン電池に起因すると
考えられる事故情報は、2020年度以降の５年
間で136件登録されており、全体の84.0％を占
めるとともに、近年増加傾向にあります（図表
Ｉ-1-2-10）。
　また、製品別にみると、５年間でワイヤレス
イヤホンは64件、スマートウォッチは46件、
携帯用扇風機は26件となっており、いずれも
増加傾向がみられます（図表Ｉ-1-2-11）。

（n＝162）（件）

（年度）

（備考）消費者庁・総務省消防庁・経済産業省・環境省「リチウム

イオン電池使用製品による発火事故に注意しましょう 

ー 身に着ける、持ち歩く製品にも使用されています ー｣

(2025年10月公表）により作成。

20242023202220212020

21
17

29

43

6

49

7

36

26

6

32

4

21

24

3

0

10
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30

40

50

60

リチウムイオン電池以外に起因すると考えられる事故情報

リチウムイオン電池に起因すると考えられる事故情報

図表 I-1-2-10
事故情報登録件数（ワイヤレスイヤホン、
スマートウォッチ及び携帯用扇風機の合計）

15）�NITEに通知された事故情報によると、2024年のリチウムイオン電池搭載製品の発火を含む事故件数は492件で、うち多
い製品順にモバイルバッテリー123件、充電式掃除機47件、ポータブル電源41件となっている。NITE「『夏バテ(夏のバッ
テリー )』にご用心～「リチウムイオン電池搭載製品」の火災事故を防ぐ３つのポイント～」（2025年６月公表）。
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（備考）消費者庁・総務省消防庁・経済産業省・環境省「リチウムイオン電池使用製品による発火事故に注意しましょう ー 身に着ける、

持ち歩く製品にも使用されています ー」（2025年10月公表）により作成。

【使用の際のポイント】

（１）強い衝撃や圧力を加えないようにしましょう

（２）高温になる場所では使用・保管しないようにしましょう

（３）充電は、安全な場所で、なるべく起きている時に行いましょう

（４）異常を感じたら使用を中止しましょう

（５）発火した時はまず安全を確保し、できれば大量の水で消火しましょう

（６）製品情報、リコール情報を確認しましょう

（７）公共交通機関では、持ち込みルールを守りましょう

【廃棄の際のポイント】

（１）リチウムイオン電池が使用されているかを確認しましょう

（２）リサイクル可能なものは、リサイクルしましょう

（３）廃棄方法を確認して、廃棄しましょう

（４）廃棄する前にはなるべく電池を使い切りましょう

図表 I-1-2-13 リチウムイオン電池使用製品を使用・廃棄する際の注意点

16）�消費者庁・総務省消防庁・経済産業省・環境省「リチウムイオン電池使用製品による発火事故に注意しましょう － 身に
着ける、持ち歩く製品にも使用されています －」（2025年10月公表）

　さらに、事故発生時の状況をみると、事故が
発生した時に充電中だった件数は、状況不明な
事故情報を除き、５年間でワイヤレスイヤホン

では37件（75.5％）、スマートウォッチでは９
件（20.5％）、携帯用扇風機では16件（84.2％）
でした（図表Ｉ-1-2-12）。

（件）
（n＝136）

（備考）消費者庁・総務省消防庁・経済産業省・環境省「リチウ

ムイオン電池使用製品による発火事故に注意しましょう 

ー 身に着ける、持ち歩く製品にも使用されています ー｣

(2025年10月公表）により作成。

携帯用扇風機

スマートウォッチワイヤレスイヤホン

0
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2024（年度）2023202220212020

10 8 9
14

23
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5

43

7

8

29
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7
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6

3

17

21

7

4

図表 I-1-2-11
発熱・発火等事故情報
の製品別内訳

充電中以外

充電中

（備考）１．消費者庁・総務省消防庁・経済産業省・環境省「リ

チウムイオン電池使用製品による発火事故に注意し

ましょう ー 身に着ける、持ち歩く製品にも使用され

ています ー」（2025年10月公表）により作成。

　　　　２．2020年度から2024年度までの５年間の計。

図表 I-1-2-12 事故発生時の充電状況

37 35

912

16

3

n＝49
（状況不明 15 件を除く。）

ワイヤレスイヤホン

n＝44
（状況不明２件を除く。）

スマートウォッチ

n＝19
（状況不明７件を除く。）

携帯用扇風機

　これらを踏まえ、消費者庁では、総務省消防庁、
経済産業省及び環境省と連携し、リチウムイオン
電池使用製品を使用・廃棄する際のポイントを
まとめ、消費者に注意喚起を行いました16（図表
Ｉ-1-2-13）。
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17）�国民生活センター「ガラス繊維強化プラスチックによるけがに注意！ - 傘の骨などに使用されています -」（2025年９月
公表）

ガラス繊維強化プラスチックによるけが

　ガラス繊維強化プラスチックは、細いガラス
繊維の束に樹脂を染み込ませて成形したもの
で、傘の骨、園芸用ポール、テントの支柱等、
軽量で弾性が求められる部位に用いられること
があります。ガラス繊維は細く肉眼では見えに
くいため、気付かず露出した部分に触れると、
けがをするおそれがあります。
　PIO-NETには、2020年４月１日から2025年
６月30日までの約５年間にガラス繊維強化プ
ラスチックが使用された商品でけがをしたとい
う危害情報が28件、けがをするおそれがあっ
たという危険情報が３件寄せられています。
　そこで、国民生活センターでは、危害・危険
情報の件数が最も多かった傘について、調査を
行いました。
　その結果、ガラス繊維強化プラスチックは軽
量で弾性が求められる傘の骨に使用されてお

り、その断面を観察したところ、樹脂表面付近
にまでガラス繊維が出ていることが確認されま
した（図表Ｉ-1-2-14）。
　また、傘の骨の表面を観察したところ、新品
時でも表面にガラス繊維の先端が露出している
ものや、曲げたり傷つけたりすると、ガラス繊
維の先端が樹脂表面から飛び出してくるものが
ありました（図表Ｉ-1-2-15）。
　表示について調べたところ、ガラス繊維強化
プラスチックが使用されていることが確認でき
ない商品や、ガラス繊維についての注意表示が
ない商品がみられました。
　このため、ガラス繊維強化プラスチックは、
表面からガラス繊維の先端が露出していること
があるため、不用意に素手で触らないなど取扱
いに注意することや、ガラス繊維が刺さって痛
みが続く場合には医師の診察・処置を受けるこ
とといった対処方法等を示した啓発資料を作成
し、消費者への注意喚起を行いました17（図表
Ｉ-1-2-16)。

（備考）国民生活センター「ガラス繊維強化プラスチックによるけがに注意！ - 傘の骨などに使用されています -」　

　　　　(2025年９月公表）により作成。

図表 I-1-2-14 傘の骨の断面（電子顕微鏡写真）

ガラス繊維

樹脂

ガラス繊維強化

プラスチックの外周
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図表 I-1-2-15 各操作を行った後の表面の様子

（備考）国民生活センター「ガラス繊維強化プラスチックによるけがに注意！ - 傘の骨などに使用されています -」（2025年９月公表）

長さ13cmの先親骨の中央付近が１cmたわむ程度の曲げを５回繰

り返したところ、ガラス繊維の飛び出しがみられました

ガラス繊維の端が露出しました

表面を傷つけた場合ゆるやかな湾曲を繰り返した場合

折れたガラス繊維の端の飛び出しがみられました 切断部外周がささくれ状になり、

ガラス繊維先端の飛び出しもみられました

ペンチで切った場合折り曲げた場合

20



図表 I-1-2-16 啓発資料

（備考）国民生活センター「ガラス繊維強化プラスチックによるけがに注意！ - 傘の骨などに使用されています -」（2025年９月公表）
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（１）2025年の消費生活相談の概況

消費生活相談件数は前年より増加

　全国の消費生活センター等に寄せられた消費
生活相談の件数をみると、2025年は97.0万件
であり、前年（90.7万件）より増加しました。
近年は年間90万件前後で推移しており、2025
年は2018年に次ぐ件数となりました（図表
Ｉ-1-3-1）。

消費生活相談の概況第３節

（万件）

（備考）PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2026年３月31日までの登録分）。

図表 I-1-3-1 消費生活相談件数の推移

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

89.1
91.7

102.6

94.0 94.1

85.9 87.6
91.5 90.7

97.0

（年）2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
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18）�契約当事者とは、事業者と直接契約を締結した者を指し、家族等が本人に代わって相談した場合等、相談者と一致しない
ことがある。

図表 I-1-3-2 消費生活相談の契約当事者の属性（2025年）

15歳未満 0.5％

不明・無回答（未入力）3.9％

男性 43.3％

女性 50.8％

20 歳代 9.0％

15-19 歳 1.5％

30 歳代 8.8％

40 歳代 10.9％

50 歳代 15.1％

60 歳代 15.0％

70 歳代 15.6％

80 歳以上 10.3％

65 歳以上 

33.0％

65 歳未満

53.8％

無回答（未入力）13.2％

15 歳未満 0.7％

20 歳代 9.2％

15-19 歳 1.7％

30 歳代 9.6％

40 歳代

11.3％

50 歳代 14.8％

60 歳代 15.8％

70 歳代

17.0％

80 歳以上 10.5％

65 歳以上

35.2％

65 歳未満

55.5％

無回答（未入力）9.3％

15 歳未満 0.3％

20 歳代 9.9％

15-19 歳 1.5％

30 歳代 9.1％

40 歳代

11.8％

50 歳代 17.0％

60 歳代 15.9％

70 歳代

16.2％

80 歳以上 11.2％

65 歳以上 

34.7％ 65 歳未満

58.2％

無回答（未入力）7.1％

団体等 2.1％

年齢層別（全体） 性別（全体）

年齢層別（男性） 年齢層別（女性）

（備考）PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2026年３月31日までの登録分）。

属性別にみた2025年の相談状況

　2025年の消費生活相談を属性別にみると、
年齢層別では65歳以上の高齢者が契約当事者18

全体の33.0％を占めています。また、70歳代
が15.6％と最も多く、次いで50歳代が15.1％、
60歳代が15.0％でした。性別では、女性が
50.8％、男性が43.3％と女性の割合が高くなっ
ています（図表Ｉ-1-3-2）。
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平均契約購入金額・平均既支払額の推移（年齢層別）図表 I-1-3-3

全体 65歳未満65歳以上

（万円） （万円）

（年）

（備考）１．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2026年３月31日までの登録分）。

　　　　２．全体の平均契約購入金額及び平均既支払額は、年齢が無回答（未入力）の者も含め、契約購入金額、既支払額の総額をそれぞ

れの有効登録数で除したもの。

平均契約購入金額 平均既支払額
160

140

120

100

80

60
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

42.0 42.8

50.4

38.3

30.0
34.1 37.0

44.3

48.4 50.1
（全体）

69.6 69.3

89.1

53.9

44.4
40.2

42.7

47.5
51.1 50.5

106.1
109.6

119.1

98.5

75.5
79.2 78.9

83.0
87.7 88.7

133.4

126.1

150.5

111.3

79.7

74.9 73.6 76.3 76.0
73.3

91.9
96.8

101.6

88.8

71.0
78.5

78.9

80.1

90.1
95.2

（年）

100

80

60

40

20
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

30.5 30.8 31.6
28.7

23.8

30.8
33.8

38.6

46.6

50.5

契約購入金額総額・既支払額総額の推移図表 I-1-3-4

（億円） 契約購入金額総額 既支払額総額

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025（年）
0

1,3371,337 1,240

1,605

1,211
924 877 948

1,077 1,153 1,177

4,358
4,249

4,693

4,054

3,506 3,485
3,780

4,191
4,286

4,587

（億円）
2,000

1,500

1,000

500

0
（年）

626 621

957

578
454

399 450
546

626 639

1,508
1,450

1,813

1,409

1,170
1,232

1,416

1,773
1,850

1,977

（備考）PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2026年３月31日までの登録分）。

うち、65歳以上全体

消費生活相談１件当たりの
平均契約購入金額は88.7万円

　2025年の消費生活相談１件当たりの平均金
額をみると、請求された、又は契約した金額で
ある「平均契約購入金額」が88.7万円、実際
に支払った金額である「平均既支払額」が50.1

万円でした。これらの平均金額はいずれも前年
より増加しています（図表Ｉ-1-3-3）。
　また、消費生活相談の契約購入金額及び既支
払額の総額をみると、2025年は、「契約購入金
額総額」は4,587億円、「既支払額総額」は1,977
億円となっており、いずれも前年より増加して
います（図表Ｉ-1-3-4）。
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商品別分類別にみた
消費生活相談の概況

　2025年の消費生活相談件数を商品別分類別
にみると、相談件数が最も多かったものは、「商
品一般」（迷惑メールや不審な電話、覚えのな
い荷物、架空請求を含む。）に関する相談でした。
次いで、「保健衛生品」（化粧品を含む。）、「運輸・
通信サービス」（携帯電話サービスや光ファイ
バー、固定電話サービスを含む。）に関する相
談でした（図表Ｉ-1-3-5）。

　商品・サービスを詳細に区分してみると、全
体では、「商品一般」に関する相談件数が最多で
した。次いで、「不動産貸借」に関する相談件数
が多く、解約時に高額な違約金や修理代金を請
求された事例等がみられます（図表Ｉ-1-3-6）。
　年齢層別にみると、20歳未満では「インター
ネットゲーム」、20歳代及び30歳代では「不動
産貸借」が最多でした。30歳代以上の各年齢
層では「工事・建築」、「インターネット接続回
線」が上位にみられます。

図表 I-1-3-5 消費生活相談の商品別分類別件数（2025年）

（万件）

12.0

8.0

10.0

6.0

4.0
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品
一
般
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健
衛
生
品
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ー
ビ
ス

他
の
役
務

食
料
品

教
養
娯
楽
品

教
養
・
娯
楽
サ
ー
ビ
ス

金
融
・
保
険
サ
ー
ビ
ス

レ
ン
タ
ル
・
リ
ー
ス･

貸
借

被
服
品

保
健
・
福
祉
サ
ー
ビ
ス

住
居
品

土
地
・
建
物
・
設
備

工
事
・
建
築
・
加
工

車
両
・
乗
り
物

修
理
・
補
修

光
熱
水
品

内
職
・
副
業
・
ね
ず
み
講

他
の
相
談

役
務
一
般

他
の
行
政
サ
ー
ビ
ス

教
育
サ
ー
ビ
ス

ク
リ
ー
ニ
ン
グ

管
理
・
保
管

他
の
商
品

0

10.6 

8.3 8.1 

7.1 
6.8 6.7 6.7 6.6 

5.3 5.3 5.2 

4.3 

3.2 
2.8 

2.3 
1.9 1.7 

1.3 
1.0 

0.5 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 

（備考）PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2026年３月31日までの登録分）。
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消費生活相談の商品・サービス別上位件数（年齢層別・2025年）図表 I-1-3-6

（備考）１．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2026年３月31日までの登録分）。

 ２．全体には、年齢が無回答（未入力）も含まれる。

 ３．品目は、商品キーワード（中位）。

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

106,341 

47,239 

33,114 

30,432 

29,938 

27,380 

23,687 

19,974 

19,731 

17,540 

商品一般

不動産貸借

役務その他サービス

他の健康食品

基礎化粧品

工事・建築

インターネット接続回線

携帯電話サービス

フリーローン・サラ金

修理サービス

順位

全体 

商品・サービス

総件数 969,618 

件数

41,626 

15,548 

12,833 

12,778 

12,607 

9,490 

9,016 

8,560 

5,964 

5,872 

商品一般

他の健康食品

基礎化粧品

工事・建築

役務その他サービス

固定電話サービス

インターネット接続回線

携帯電話サービス

修理サービス

金融関連サービスその他

65歳以上 

商品・サービス

総件数 319,822

件数

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

3,683 

1,237 

1,121 

994 

932 

504 

439 

407 

370 

337 

インターネットゲーム

商品一般

他の健康食品

エステティックサービス

基礎化粧品

医療サービス

他の化粧品

不動産貸借

役務その他サービス

他の娯楽等情報配信サービス

順位

20歳未満 

商品・サービス

総件数 19,599 

件数

8,682 

7,414 

5,315 

3,597 

3,469 

3,456 

2,764 

1,876 

1,725 

1,605 

不動産貸借

エステティックサービス

商品一般

他の内職・副業

役務その他サービス

医療サービス

フリーローン・サラ金

四輪自動車

電気

修理サービス

20歳代 

商品・サービス

総件数 87,543 

件数

9,471 

5,674 

2,782 

2,564 

2,413 

2,184 

2,179 

2,030 

2,009 

1,981 

不動産貸借

商品一般

役務その他サービス

エステティックサービス

フリーローン・サラ金

医療サービス

インターネット接続回線

工事・建築

他の内職・副業

四輪自動車

30歳代 

商品・サービス

総件数 85,783 

件数

8,368 

7,253 

2,925 

2,914 

2,640 

2,438 

2,347 

2,259 

2,081 

2,076 

商品一般

不動産貸借

フリーローン・サラ金

役務その他サービス

インターネット接続回線

基礎化粧品

工事・建築

四輪自動車

他の健康食品

修理サービス

40歳代 

商品・サービス

総件数 105,844 

件数

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

13,571 

6,652 

6,387 

4,840 

3,996 

3,519 

3,492 

3,422 

3,239 

2,809 

商品一般

不動産貸借

基礎化粧品

他の健康食品

役務その他サービス

工事・建築

フリーローン・サラ金

インターネット接続回線

メイクアップ化粧品

携帯電話サービス

順位

50歳代 

商品・サービス

総件数 146,075 

件数

15,811 

8,579 

6,549 

4,579 

4,028 

3,923 

3,808 

3,803 

2,857 

2,664 

商品一般

基礎化粧品

他の健康食品

役務その他サービス

工事・建築

メイクアップ化粧品

不動産貸借

インターネット接続回線

携帯電話サービス

電気空調・冷房機器

60歳代 

商品・サービス

総件数 145,121 

件数

19,607 

7,519 

6,743 

6,017 

5,046 

4,989 

4,283 

4,041 

3,012 

2,637 

商品一般

他の健康食品

基礎化粧品

役務その他サービス

工事・建築

インターネット接続回線

携帯電話サービス

固定電話サービス

金融関連サービスその他

修理サービス

70歳代 

商品・サービス

総件数 151,680 

件数

14,466 

5,800 

4,697 

4,612 

4,361 

2,886 

2,348 

2,147 

2,127 

2,059 

商品一般

工事・建築

他の健康食品

固定電話サービス

役務その他サービス

携帯電話サービス

修理サービス

給湯システム

インターネット接続回線

新聞

80歳以上 

商品・サービス

総件数 99,828 

件数
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販売購入形態別にみた
消費生活相談の概況

　2025年の消費生活相談を販売購入形態別に
みると、最も多かったものは「インターネット
通販」（26万6,805件）、次いで「店舗購入」（19
万4,541件）でした（図表Ｉ-1-3-7）。
　年齢層別にみると、20歳未満では「インター
ネット通販」が５割以上を占めています。20
歳代及び30歳代では「店舗購入」が約３割と
最も多くなっています。40歳代から60歳代ま
ででは「インターネット通販」が約３割から約
４割を占めています。70歳代及び80歳以上で
は、他の年齢層と比較して「訪問販売」、「電話
勧誘販売」及び「訪問購入」の割合が高くなっ
ています（図表Ｉ-1-3-8）。
　また、近年、相談件数が増加している販売形
態として、点検を装って不要な契約を結ばせる
「点検商法」による訪問販売や電話勧誘販売が
挙げられます。「点検商法」に関する相談件数は、
2025年で2万58件と、2021年（7,395件）と

比べて2.7倍に増加しています。特に、高齢者
を中心に、給湯器や太陽光発電システム等の高
額な住宅設備や、分電盤やブレーカー等の電気
設備に関する契約トラブルの相談が多くなって
います（図表Ｉ-1-3-9）。
　具体的な事例としては、「給湯器を無料点検
する業者が来訪し、『焦げているので交換した
方がよい』と言われ約50万円の契約を行った。
その後、近所の別の業者に見てもらったところ、
交換の必要はないことが判明し、取り消した
い」、「10年前に設置した太陽光発電システム
の施工業者が倒産したためアフターサービスを
引き継ぐと称して訪問した業者と屋根工事の契
約をしたが、不審な点が多く解約したい」、「分
電盤の点検について電話が掛かってきた。消防
署から認定を受けた作業員が点検に伺うと言
う。本当か」といった相談がみられます。
　国民生活センターでは、こうした「点検商法」
による被害に遭わないよう、消費者に注意喚起
を行いました19。

消費生活相談の販売購入形態別件数（2025年）図表 I-1-3-7

（件）
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（備考）１．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2026年３月31日までの登録分）。

        ２．｢インターネット通販」の相談については、いわゆる通常のインターネット通販より広い概念を含んでおり、例えば、イン

ターネットサイトを利用したサイト利用料や、インターネットゲーム等に関する相談も、消費生活相談情報では「インター

ネット通販」に分類されるため、データの見方には注意が必要。

19）�国民生活センター「『分電盤の点検に行きます』の電話から始まる勧誘に注意－2024年度に急増しています－」（2025年
１月公表）、「太陽光発電システムの点検商法が急増！－『点検が義務化された』などと言われても、安易に契約せず、
まずは点検の要否を確認しましょう－」（2025年６月公表）。
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消費生活相談の販売購入形態別割合（年齢層別・2025年）図表 I-1-3-8

（備考）１．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2026年３月31日までの登録分）。

　　　　２．｢インターネット通販」の相談については、いわゆる通常のインターネット通販より広い概念を含んでおり、例えば、

インターネットサイトを利用したサイト利用料や、インターネットゲーム等に関する相談も、消費生活相談情報では

｢インターネット通販」に分類されるため、データの見方には注意が必要。

全体

20歳未満

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代

80歳以上

0 10 20 60 7030 40 50 80 90 100（％）

電話勧誘販売

インターネット通販

ネガティブ・オプション 不明・無関係

店舗購入 インターネット通販以外の通信販売 訪問販売

訪問購入 その他無店舗 マルチ取引

52.0

27.5

21.9

25.4

32.5

36.6

38.1

27.1

11.0 14.7 10.8 18.4 9.9

16.6 9.7 9.4 8.0 26.8

16.0 9.0 6.1 6.3 22.5

20.0 9.5 5.3 21.65.2

23.5 10.1 5.5 21.35.4

29.2 10.0 6.3 6.0 21.4

0.2

31.7 9.4 8.8 7.3

18.0 11.8 4.5

2.4 0.1

20.1 9.6 8.0 6.7

0.6 0.4 0.4

25.9

0.1 0.8

0.3

0.5

0.8

0.7

0.6

1.3

0.5

0.4

0.4

0.2

18.6

0.5 0.1 0.3

10.4

0.2

0.3

0.3

0.7 0.5 0.3 0.4

1.2 0.6 0.3 0.4

2.3 0.7 0.2 0.4

31.7

0.8

「点検商法」に関する消費生活相談件数の推移（年齢層別）図表 I-1-3-9

（件）

（年）

（備考）PIO-NETに登録された消費生活相談情報(2026年３月31日までの登録分）。

2021 2022 2023 2024 2025

無回答（未入力）60歳代 80歳以上70歳代

30歳代 50歳代20歳代 40歳代20歳未満

22,000

20,000

18,000

16,000

14,000

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

711

2,203

2,093

1,258

738
372
194

69

8

1,081

3,420

2,946

1,690

1,109

561
269

109
11

1,716

6,348

4,698

2,408

1,521

708
346
151
7

1,949

7,657

5,182

2,491

1,554 344
699

170
12

7,395 7,646

11,196

17,903

20,058

682

2,002

2,061

1,182

725
417
198

122
6

28



若者の消費生活相談の概況

　15歳から29歳までの若者の消費生活相談件
数は、近年は10万件前後で推移しており、
2025年は10.2万件でした（図表Ｉ-1-3-10）。
　若者の消費生活相談件数を商品・サービス別
にみると、男女共に美容・健康に関する相談の
ほか、「賃貸アパート」や「電気」といった暮
らしに関する相談や、「役務その他サービス」
に関する相談が上位にみられます（図表Ｉ-1-
3-11）。
　20歳未満が多くを占める消費生活相談の一
つに、「インターネットゲーム」に関する相談
が挙げられます。「インターネットゲーム」に

関する相談は、2025年は全年齢層で6,429件
となり、前年（7,588件）に比べて減少したも
のの、相談件数全体に占める20歳未満の割合
は57.3％（3,683件）と、依然として高い水準
にあります（図表Ｉ-1-3-12）。
　具体的な事例としては、「高校生の息子が親
の承諾を得ずに親の銀行口座と二次元コード決
済をひも付けてゲームに課金していた」、「小学
生の息子が動画共有SNSで知り合った相手から
ゲーム内アイテムを受け取るために、親の決済
アプリから相手に高額な代金を送金していた」
等、子供が保護者の承諾を得ずにクレジット
カード情報や決済アプリを使用し、その結果、
クレジットカード会社等から多額の請求を受け
たといった相談がみられます。

若者の消費生活相談件数の推移図表 I-1-3-10

（万件）

（年）

（備考）１．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2026年３月31日までの登録分）。

　　　　２．契約当事者が15歳から29歳までの相談。

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

25-29歳20-24歳15-19歳

12

10

8

6

4

2

0
1.6 1.3 1.3 1.7 2.0 1.5 1.5 1.5 1.4 1.5

4.0 3.8
3.7

4.1
4.7

4.3 4.4 4.2
4.0 4.2

3.8
3.7 3.3

3.4

4.1
3.8 4.2 4.2

3.9
4.5

9.4
8.8

8.3
9.3

10.8
9.6

10.1 9.9
9.3

10.2

若者の消費生活相談の商品・サービス別上位件数（年齢区分別・2025年）図表 I-1-3-11

（備考）１．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2026年３月31日までの登録分）。

　　　　２．品目は商品キーワード（下位）。

　　　　３．色分けは相談内容の傾向を消費者庁で分類したもの。

順位
商品・サービス

総件数

件数
順位

商品・サービス

総件数

賃貸アパート

商品一般

フリーローン・サラ金

役務その他サービス

普通・小型自動車

他の内職・副業

修理サービス

電気

医療サービス

外食

件数

インターネットゲーム

商品一般

他の健康食品

乳液

賃貸アパート

役務その他サービス

電気

アダルト情報

携帯電話サービス

修理サービス

男性

15-19歳 20-29歳

7,090 

624 

542 

305 

234 

213 

193 

179 

155 

146 

141 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

38,504 

4,106 

2,660 

1,721 

1,657 

1,192 

1,183 

912 

880 

871 

759 

順位
商品・サービス

総件数

脱毛エステ

他の健康食品

商品一般

医療サービス

乳液

賃貸アパート

役務その他サービス

インターネットゲーム

電気

他の内職・副業

件数
順位

商品・サービス

総件数

脱毛エステ

賃貸アパート

商品一般

医療サービス

他の内職・副業

役務その他サービス

フリーローン・サラ金

電気

スポーツ・健康教室

修理サービス

件数

女性

15-19歳 20-29歳

7,388 

667 

600 

516 

337 

244 

163 

158 

147 

146 

129 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

48,579 

5,503 

4,033 

2,606 

2,574 

2,399 

1,794 

1,024 

837 

706 

685 

娯楽に関するものオレンジ色 美容・健康に関するものピンク色 暮らしに関するもの黄緑色

金融に関するもの　青色 内職・副業に関するもの紫色
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319

（備考）PIO-NETに登録された消費生活相談情報(2026年３月31日までの登録分）。

（年）20252024202320222021

4,522 4,560 4,739
3,683

559

443
449

300

735 102
158

6,429

569
429
436 282

112
170

851

7,588

5,130

616

519

503
395

114

218

722

8,217

469
456
432

575

7,006
74
121

618 334
161
109534

7,391

526

587

20歳未満 40歳代 70歳以上30歳代 60歳代20歳代 50歳代 無回答（未入力）

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000
（件）

「インターネットゲーム（オンラインゲーム）」に関する消費生活相談件数の推移（年齢層別）図表 I-1-3-12

高齢者の消費生活相談の概況

　65歳以上の高齢者の消費生活相談件数は、
2018年（35.8万件）をピークに減少したもの
の、近年増加しており、2025年は32.0万件で
した（図表Ｉ-1-3-13）。これは、2025年の消
費生活相談全体の約３割を占めます。
　高齢者の消費生活相談件数を商品・サービス
別にみると、いずれの年齢区分でも、「商品一
般」、「他の健康食品」、「役務その他サービス」、
「携帯電話サービス」に関する相談が上位にみ
られます。また、85歳以上の女性を除き、「光
ファイバー」及び「金融関連サービスその他」
に関する相談も上位にみられます。

　そのほか、65歳から74歳では、男女共に、
化粧品のうち「化粧クリーム」に関する相談が
上位にみられます。女性では、これに加え、「ファ
ウンデーション」や「乳液」に関する相談も上
位にみられます。
　75歳から84歳では、男女共に、「固定電話サー
ビス（全般）」や「修理サービス」に関する相
談が上位にみられます。
　85歳以上では、男女共に、「新聞」や「ブレー
カー」に関する相談が上位にみられます（図表
Ｉ-1-3-14）。

高齢者の消費生活相談件数の推移図表 I-1-3-13
（万件）

（年）

（備考）１．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2026年３月31日までの登録分）。

　　　　２．契約当事者が65歳以上の相談。

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

40

35

30

25

20

15

10

5

0

6.2
6.6

10.7

8.9
7.8 7.3 7.3 7.5 7.6 7.6

4.9
5.0

6.3

6.7

5.6
5.0 5.2 5.9 6.7 7.6

4.1
4.0

4.6

4.8

4.5
4.3 4.4

4.8
5.4

5.7

7.1 8.6
11.4

7.7 6.4 5.9 5.9 6.3 6.5 6.8

2.3
2.5

2.9

3.0

3.0
3.1 3.2

3.4
3.8

4.3

24.6
26.8

35.8

31.0

27.3
25.5 26.0

27.9
30.1

32.0

85歳以上80-84歳75-79歳70-74歳65-69歳

30



高齢者の消費生活相談の商品・サービス別上位件数（年齢区分別・2025 年）図表 I-1-3-14

（備考）１．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2026年３月31日までの登録分）。

　　　　２．品目は商品キーワード（下位）。

　　　　３．色分けは相談内容の傾向を消費者庁で分類したもの。

健康食品に関するもの緑色 化粧品に関するものピンク色

金融に関するもの青色

通信サービスに関するもの黄色

修理・補修に関するもの灰色

女性 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

商品一般

化粧クリーム

他の健康食品

ファウンデーション

役務その他サービス

携帯電話サービス

乳液

金融関連サービスその他

賃貸アパート

光ファイバー

順位

65-74歳

商品・サービス

総件数

件数

8,900

4,055

3,006

3,000

2,315

1,653

1,401

1,251

1,146

1,120

75,279

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

順位

75-84歳

商品・サービス

総件数

件数

71,873

10,089

3,064

2,513

2,257

2,169

1,970

1,505

1,382

1,124

1,108

商品一般

他の健康食品

役務その他サービス

携帯電話サービス

固定電話サービス（全般）

化粧クリーム

修理サービス

金融関連サービスその他

光ファイバー

ファウンデーション

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

順位

85歳以上

商品・サービス

総件数

件数

23,736

商品一般

他の健康食品

固定電話サービス（全般）

役務その他サービス

新聞

修理サービス

携帯電話サービス

ブレーカー

電気工事

魚介類（全般）

3,186

1,178

1,001

862

733

646

602

467

465

424

男性 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

商品一般

他の健康食品

役務その他サービス

光ファイバー

携帯電話サービス

化粧クリーム

フリーローン・サラ金

金融関連サービスその他

修理サービス

賃貸アパート

順位

65-74歳

商品・サービス

総件数

件数

8,129

4,069

2,763

1,970

1,620

1,539

1,526

1,260

1,121

1,117

68,364 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

順位

75-84歳

商品・サービス

総件数

件数

59,999

8,275

3,297

3,172

1,844

1,682

1,675

1,325

1,107

925

920

商品一般

他の健康食品

役務その他サービス

携帯電話サービス

固定電話サービス（全般）

光ファイバー

金融関連サービスその他

修理サービス

フリーローン・サラ金

電気

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

順位

85歳以上

商品・サービス

総件数

件数

19,100

商品一般

役務その他サービス

他の健康食品

固定電話サービス（全般）

携帯電話サービス

修理サービス

新聞

ブレーカー

光ファイバー

金融関連サービスその他

2,861

930

876

870

537

453

418

385

361

337
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認知症等の高齢者の
消費生活相談の概況

　認知症等の高齢者20の消費生活相談件数は、
2025年は1万20件でした。相談者が契約当事
者本人であるかをみると、高齢者の相談のうち、
契約当事者本人から寄せられた相談の割合は高
齢者全体では83.7％21ですが、認知症等の高齢
者では25.8％となっており、高齢者全体とは
異なる傾向がみられます（図表Ｉ-1-3-15）。
　また、販売購入形態別にみると、認知症等の
高齢者の消費生活相談では、消費生活相談全体
や高齢者全体と比べて、「インターネット通販
以外の通信販売」、「訪問販売」、「電話勧誘販売」
及び「訪問購入」の割合が高くなっています（図
表Ｉ-1-3-16）。
　認知症等の高齢者は、適切な理解や判断を行

うことが難しい傾向にあり、事業者に勧められ
るまま契約したり、同じ商品を繰り返し購入し
たりする場合があります。
　具体的な相談事例としては、「認知症の高齢
の母親が一人で在宅中に、訪問した配置薬業者
から健康食品や高額な布団等を購入していた。
今後一切の勧誘を断り返却したい」、「認知症の
親に代引きで頻繁に海産物が届いている。断り
たくて業者に電話しているが全くつながらな
い」といった相談がみられます。
　このように、認知症等の高齢者は、自分がト
ラブルに遭っていることを認識しにくく、問題
が顕在化しにくい傾向があります。そのため、
消費者被害の未然防止や早期発見の観点から、
家族や近隣住民、福祉事業者、行政機関等が協
力し、地域全体で見守りを行うことが重要です。

20）�トラブルの当事者が65歳以上かつ判断能力が不十分な方（判断不十分者）であると消費生活センター等が判断した者。
21）�PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2026年３月31日までの登録分）のうち、2025年に、契約当事者が65歳以上で、
かつ本人から寄せられた相談の割合。

認知症等の高齢者の消費生活相談件数の推移図表 I-1-3-15

（件）

2024 20252022 20232020 20212017 2018 20192016
0

8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

11,000

10,000

9,000

（年）

（備考）１．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2026年３月31日までの登録分）。

　　　　２．契約当事者が65歳以上の「判断不十分者契約」に関する相談。

契約者が相談者と同一 無回答（未入力）契約者が相談者と異なる

16.7％

82.4％

8,881

16.6％

82.5％

9,053

17.7％

81.5％

8,930

19.8％

79.4％

8,823

19.1％

80.1％

8,147

20.9％

78.6％

8,637

21.6％

78.4％

8,833

23.3％

76.7％

8,868

23.8％

76.1％

9,721

25.8％

74.2％

10,020
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障害者等の消費生活相談の概況

　障害者等22の消費生活相談は、2025年は２万
6,457件でした。相談者が契約当事者本人であ
るかをみると、消費生活相談全体では、本人か
ら寄せられた相談が82.8％23ですが、障害者等
の場合は48.4％と低くなっています（図表
Ｉ-1-3-17）。
　具体的な事例としては、「知的障害のある息
子宛てにウォーターサーバーと水が届いたが受
取を拒否した。解約したいが、違約金が高額だ」、

0 20 30 50 70 9010 40 60 80 100

全
体

認
知
症
等

高
齢
者

（％）　

歳
以
上

65

消費生活相談の販売購入形態別割合（2025年）図表 I-1-3-16

27.5 20.1 9.6 8.0 6.7

0.8

0.6 0.4

0.4

25.9

8.3 27.4

13.1 18.5

11.6

32.1

9.9

12.1

15.7

12.5

24.4

7.3

（備考）１．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2026年３月31日までの登録分）。

　　　　２．｢インターネット通販」の相談については、いわゆる通常のインターネット通販より広い概念を含んでおり、例えば、

インターネットサイトを利用したサイト利用料や、インターネットゲーム等に関する相談も、消費生活相談情報では

｢インターネット通販」に分類されるため、データの見方には注意が必要。

1.4
0.6 0.3

0.4

3.2
0.5

0.3
0.4

店舗購入

その他無店舗

インターネット通販以外の通信販売

マルチ取引

訪問販売

ネガティブ・オプション

電話勧誘販売

不明・無関係訪問購入

インターネット通販

22）�トラブルの当事者に心身障害がある、又は判断能力が不十分な方（心身障害者又は判断不十分者）であると消費生活セン
ター等が判断した者。障害者等の消費生活相談件数には認知症等の高齢者の相談も含む。

23）�PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2026年３月31日までの登録分）のうち、2025年に、契約当事者本人から寄せ
られた相談の割合。

（件）

（年）
0

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

2022 2023 2024 2025202120202019201820172016

（備考）１．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2026年３月31日までの登録分）。

　　　　２．｢心身障害者関連」又は「判断不十分者契約」に関する相談。

無回答（未入力）契約者が相談者と異なる契約者が相談者と同一

37.6％

61.5％

19,935 20,883 21,168 21,671 21,762 22,694 23,721 24,856
25,876 26,457

38.9％

60.1％

40.5％

58.7％

41.9％

57.2％

44.1％ 43.6％

55.0％ 55.6％

44.9％

54.8％

46.9％

52.8％

46.9％

52.8％

48.4％

51.3％

障害者等の消費生活相談件数の推移図表 I-1-3-17

「障害のある母がモバイル通信とWi-Fi機器を契
約し、さらに四つのプロバイダーと契約してし
まった。不要なので解約させたいが、母は業者
から電話が来ると何でも受け入れてしまう」と
いった相談が寄せられています。
　このように、契約内容について本人が十分に
理解しないまま、あるいは、本人への意思確認
が十分に行われないまま契約が結ばれ、結果と
して、トラブルに至っている事例がみられます。
障害者等の消費者トラブルの防止には、家族や
近隣住民、福祉事業者、行政機関等が協力し、
地域全体で見守りを行うことが重要です。
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（２）デジタル化に関わる消費生活相談

インターネット通販に関する
消費生活相談

　インターネット通販に関する消費生活相談
は、ショッピングサイト等で商品を購入する「商
品」に関する相談と、コンテンツ配信等のサー
ビスを契約する「サービス」に関する相談に分
けられます。いずれにも分類されない「他の相
談」を除き、2025年のインターネット通販の
相談件数は26万6,734件で、前年（24万6,480件）
に比べて増加しました。「商品」に関する相談
が約８割を占めています（図表Ｉ-1-3-18）。
　インターネット通販の「商品」に関する相談
の具体的な事例としては、「ネットの広告を見
てブラウスが安くなっていたので注文。代引き
で支払ったが届いた商品はデザインが違ってい
た」、「動画共有SNSの広告を見てカットソーを
注文。届いた商品が広告とは異なるため返品・
返金を申し出たが業者が応じない」、「ネット通
販でゲームコントローラーを注文した。口座に
代金を振り込んだが品物が届かず事業者とも連
絡が取れない」といった相談がみられます。そ

（年）20252024202320222021

150,556
（64.1％）

180,199
（70.7％）

178,316
（72.3％）

202,320
（75.9％）

64,414
（24.1％）

266,734

68,164
（27.7％）

246,480

199,549
（72.9％）

273,710

74,161
（27.1％）74,771

（29.3％）

254,970
235,020

84,464
（35.9％）

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

（件）

「インターネット通販」に関する消費
生活相談件数の推移（商品・サービス別）

図表 I-1-3-18

サービス商品

（備考）１．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2026年３月

31日までの登録分）。

　　　　２．｢インターネット通販」の相談については、いわゆる

通常のインターネット通販より広い概念を含んでお

り、例えば、インターネットサイトを利用したサイト

利用料や、インターネットゲーム等に関する相談も、

消費生活相談情報では「インターネット通販」に分類

されるため、データの見方には注意が必要。

　　　　３．｢商品」又は「サービス」のいずれにも分類されない

｢他の相談」の件数を除く。なお、2025年の「他の相

談」の件数は71件。

通信販売の「定期購入」に
関する消費生活相談件数の
推移（年齢層別）

図表 I-1-3-19

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

110,000

20252024202320222021

（備考）１．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2026年３月

31日までの登録分）。

　　　　２．2021年３月までの相談件数は「化粧品」、「健康食

品」及び「飲料」に関する相談。2021年４月以降の

相談件数は全商品に関する相談。

（件）

（年）

4,114 

2,956 

3,638 3,908 4,146

12,872

24,534

24,414

23,157

4,393

98,616

10,555

17,409

16,501

17,837

3,803

76,052

7,885

11,724

9,454

9,243

51,460
2,446 

3,753 

2,286 

2,745 
2,355 

1,763 
1,447 2,498

7,975

19,882

24,930

28,156

4,072

90,723

7,098

17,809

23,410

28,402

87,284

20歳代 30歳代 40歳代

50歳代 60歳代 70歳以上 無回答（未入力）

20歳未満

2,562 
1,959 2,247

3,797

のほか、定期購入での解約トラブルに関する相
談も寄せられています。

通信販売の「定期購入」に関する
消費生活相談

　通信販売における「定期購入」に関する消費
生活相談件数は、2025年は８万7,284件とな
り、前年（９万723件）に比べて減少したもの
の、依然として高止まりしています。年齢層別
にみると、40歳代以上が占める割合が大きい
傾向にあります（図表Ｉ-1-3-19）。
　2025年の通信販売における「定期購入」に
関する相談を商品・サービス別にみると、化粧
品や健康食品が上位を占めています（図表
Ｉ-1-3-20）。
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図表 I-1-3-20 通信販売の「定期購入」に関する消費生活相談の商品・サービス別上位件数（2025年）

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

他の健康食品

化粧クリーム

ファウンデーション

乳液

化粧品（全般）

養毛剤

健康食品（全般）

歯みがき粉

シャンプー

化粧品その他

22,063 

16,931 

10,651 

6,446 

3,206 

2,810 

1,960 

1,795 

1,785 

1,642 

25.3％

19.4％

12.2％

7.4％

3.7％

3.2％

2.2％

2.1％

2.0％

1.9％

件数商品・サービス順位 割合

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

電子タバコ

洗顔クリーム

他の医薬品

皮膚病薬（全般）

漢方薬

酵素食品

他のペット用品

履物付属品

化粧石鹸

化粧水

1,488 

1,301 

1,112 

979 

907 

824 

725 

710 

690 

607 

1.7％

1.5％

1.3％

1.1％

1.0％

0.9％

0.8％

0.8％

0.8％

0.7％

件数商品・サービス順位 割合

（備考）１．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2026年３月31日までの登録分）。

　　　　２．品目は商品キーワード（下位）。

化粧品ピンク色健康食品　　　      　　          黄緑色医薬品                            黄色

　具体的な事例としては、「１回限りだと思っ
てファンデーションを購入したが、定期購入
だった」、「ネットで血糖値の上昇を抑える漢方
薬をお試しで購入したが２回目が届いた。返品
したいが電話がつながらない」といったものが
あります。このように、消費者が定期購入であ
ることを認識せずに商品を注文し、２回目以降
の商品が届いて初めて気付いたといったケース
や、解約したくても事業者と連絡が取れないと
いった相談がみられます。
　また、通信販売における「定期購入」に関す
る相談の中には、医薬品に関するものも寄せら
れています。医薬品の中でも要指導医薬品（特
定要指導医薬品を除く。）と一般用医薬品（第
１～３類）は一定の条件下で通信販売による購
入ができますが24、「体に合わなかった」、「医師
から中止を指示された」等の場合でも、必ずし

も解約や返品ができるわけではありません。国
民生活センターでは、医薬品の定期購入に関す
るトラブルについて消費者に注意喚起を行いま
した25。

SNSが関係する消費生活相談

　SNSが関係する消費生活相談26件数は近年増
加傾向にあり、2025年は10万1,045件となり、
前年（８万7,219件）より増加しました。年齢
層別にみると、40歳代から60歳代までが占め
る割合が高く、20歳代を除く全ての年齢層で
相談件数が前年よりも増加しました。また、近
年の推移をみるとSNSが関係する相談件数は増
加傾向にあり、2025年は2021年（5万915件）
に比べて2.0倍に増加しました（図表Ｉ-1-3-
21）。

24）�「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律」（平成25年法律第103号）により、一般用医薬品全体について一定の条件下
でインターネットや電話等を用いた販売が認められ、このうち第１類医薬品については書面での情報提供が義務付けられ、
第２類医薬品については情報提供が努力義務となっている。また、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律等の一部を改正する法律」（令和７年法律第37号）により、特定要指導医薬品を除く要指導医薬品につ
いても、一定の条件下でビデオ通話等を用いた販売が認められることとなった。

25）�国民生活センター「ネットで手軽に買えるけど『やめられない』？！医薬品のネット通販による定期購入にご注意！」（2026
年１月公表）

26）�SNSに表示された広告に起因するトラブル等、SNSのサイトそのものに関する相談だけでなく、SNSを介して行われる商品・
サービスの取引やSNSの操作方法に関する問合せ等を広く含んでいる。
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SNSが関係する消費生活相談件数の推移（年齢層別）図表 I-1-3-21

（件）

（年）

（備考）PIO-NETに登録された消費生活相談情報のうち、「SNS」が関係する相談の件数(2026年３月31日までの登録分）。

2023 2024 2025

110,000

100,000

90,000

80,000

70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

5,003

13,408

20,848

22,291

14,407

9,508

12,277

3,303

4,111

9,941

16,421

19,249

12,668

9,132

12,761

2,936

3,606

6,359

12,897

18,624

13,825

9,310

13,002

3,443

2021

11,387

2,6372,637

5,483

9,950

9,371

7,385

50,915

2022

12,118

2,832

3,838

7,577

12,627

11,015

8,285

2,832

61,155 

81,066 

87,219

101,045 

無回答（未入力）70歳以上50歳代 60歳代30歳代 40歳代20歳未満 20歳代

2,293
2,409

2,863

　SNSが関係する消費生活相談を商品・サービ
ス別にみると、化粧品や健康食品、内職・副業
に関する相談が多くみられます。年齢層別にみ
ると、20歳未満では「他の健康食品」、20歳代

SNSが関係する消費生活相談の商品・サービス別上位件数（年齢層別・2025年）図表 I-1-3-22

（備考）１．PIO-NETに登録された消費生活相談情報のうち、「SNS」が関係する相談の件数（2026年３月31日までの登録分）。

  　　　２．全体には、年齢が無回答（未入力）も含まれる。

  　　　３．品目は、商品キーワード（下位）。

  　　  ４．色分けは相談内容の傾向を消費者庁で分類したもの。

化粧品ピンク 健康食品黄緑色 内職・副業紫色

1

2

3

4

5

7,805 

7,073 

6,101 

5,280 

3,620

化粧クリーム

他の健康食品

他の内職・副業

ファウンデーション

役務その他サービス

560 

323 

150 

119 

112

他の健康食品

乳液

他の内職・副業

商品一般

役務その他サービス

順位

全体

商品・サービス

総件数 101,045

件数

20歳未満

商品・サービス

総件数 3,303

件数

20歳代

商品・サービス

総件数 12,277

件数

他の内職・副業

役務その他サービス

他の健康食品

商品一般

ビジネス教室

30歳代

商品・サービス

総件数 9,508

件数

他の内職・副業

役務その他サービス

ビジネス教室

商品一般

医療サービス

2,130 

1,150 

  454 

  415 

  407

1,219 

  694 

  345 

  317 

  295 

1

2

3

4

5

他の内職・副業

化粧クリーム

他の健康食品

ファウンデーション

役務その他サービス

2,219 

1,731 

1,686 

  865 

  636

化粧クリーム

ファウンデーション

他の健康食品

他の内職・副業

商品一般

順位

40歳代

商品・サービス

総件数

件数

50歳代

商品・サービス

総件数 22,291

件数

60歳代

商品・サービス

総件数 20,848

件数

化粧クリーム

他の健康食品

ファウンデーション

乳液

商品一般

70歳以上

商品・サービス

総件数 13,408

件数

化粧クリーム

他の健康食品

ファウンデーション

乳液

商品一般

2,692 

1,759 

1,743 

  657 

  526 

1,622 

1,382 

  794 

  445 

  418

950 

793 

791 

722 

507 

14,407

から40歳代までは「他の内職・副業」、50歳代
以上では「化粧クリーム」に関する相談が最も
多くなっています（図表Ｉ-1-3-22）。
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　また、SNSが関係する消費生活相談のうち、
通信販売における「定期購入」に関する相談は、
2025年は２万9,733件となり、前年（２万5,806
件）より増加しました。年齢層別にみると、
30歳代を除く全ての年齢層で相談件数が前年
より増加しています（図表Ｉ-1-3-23）。商品・
サービス別では、化粧品や健康食品に関するも
のが多くなっています。
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（備考）１．PIO-NETに登録された「SNS」が関係する相談のう

ち、通信販売の「定期購入」に関する相談（2026年

３月31日までの登録分）。

　　　　２．2021年３月までの相談件数は「化粧品」、「健康食

品」及び「飲料」に関する相談。2021年４月以降の

相談件数は全商品に関する相談。

20252024202320222021

891
756

952

1,926

2,735

1,697

9,999

687

355

962 

1,133

2,791

4,171

3,073

1,522

14,828
536

640
1,313

981
1,050

3,483

7,898

8,653

5,518

837

29,733

1,000
592

726

1,087

3,291

7,475

7,546

4,345

744

25,806

995

1,594

4,598

8,076

6,148

2,698

783

25,892

（件）

20歳未満 40歳代30歳代20歳代 50歳代

70歳以上60歳代 無回答（未入力）

SNSが関係する相談のうち、
通信販売の「定期購入」に関する
相談件数の推移（年齢層別）

図表 I-1-3-23

　SNSが関係する消費生活相談について個別の
事例をみると、まず、SNSの広告を見て申し込
んだ定期購入に関する相談がみられます。具体
的には、「SNS広告を見て薬用育毛剤を注文し
た。定期購入だが１回で解約できると説明書き
があった。２回目から解約したいが事業者に何
度電話してもつながらない」、「SNSの広告を見
て、定期購入と知らずにお試しで格安の化粧ク

リームを購入したら、２回目が届いた。初回で
解約する場合は定価との差額を支払う必要があ
ると言われた」といった相談が寄せられていま
す。
　また、SNSをきっかけとして、著名人を名乗
る、つながりがあるなどと勧誘される金融商品・
サービスに関する相談もみられます。具体的に
は、「SNS上で知り合った人から投資を持ちか
けられた。その人は著名人と知り合いであった
ため、信用して16万円を投資したが、連絡が
つかなくなった」、「有名投資家を名乗る人物の
SNSに登録しSNS上の勉強会に参加。勧められ
た未公開株等の購入に約1,300万円支払ったが
詐欺だった」といった事例がみられます。
　さらに、SNSをきっかけとした副業トラブル
に関する相談も寄せられています。具体的には、
「SNSで動画を見るだけで稼げるとの書き込み
を見て申し込んだ。途中からもっと稼げる方法
を案内されお金を払ったがだまされた」、「SNS
広告を見て副業を始めた。指示されたタスクを
行ったがミスをしたとして違約金を請求され、
拒否したら訴訟を起こすと脅された。送金した
分を返金してほしい」といった事例がみられま
す。

デジタル化に伴う詐欺的な手口に
関する消費生活相談

　デジタル化の進展に伴い、パソコンやスマー
トフォン等のデジタル機器を通じて消費者に接
触し、消費者に誤解や不安を与え個人情報の入
力や契約を迫る手口がみられます。
　「フィッシング27」に関する消費生活相談件
数は、2025年は8,914件と前年（１万2,675件）
より減少しました（図表Ｉ-1-3-24）。
　具体的な事例としては、「大手プラットフォー
ム事業者名でメールが届き、個人情報やカード
番号を入力した後にフィッシング詐欺だと気が
付いた」、「宅配業者から『再配達に少額の費用
が必要』とのショートメッセージを受け取った
ため、カード番号を入力したところ、エラー表
示が出たため操作を繰り返した。気付かないう
ちに１万円余りの送金が数回行われていた」と

27）�通販サイト、クレジットカード会社、宅配便事業者等の実在する組織をかたるメールやSMSを送信し、パスワードやID、
暗証番号、クレジットカード番号等の情報を詐取する手口。

37

第
１
部

第
１
章

第
３
節
　
消
費
生
活
相
談
の
概
況



28）�パソコンやスマートフォンでインターネットを使用中に突然「ウイルスに感染している」等の偽警告画面や偽警告音が出
て、それらをきっかけに電話を掛けさせ、有償サポートやセキュリティソフト等の契約を迫る手口。

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

（備考）１．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2026年３月

31日までの登録分）。

　　　　２．｢フィッシング」は2021年４月に新設されたキーワー

ドのため、2022年以降を集計の対象とした。

2025 （年）202420232022

20歳未満 40歳代30歳代20歳代 50歳代

70歳以上60歳代 無回答（未入力）

（件）

146647

999

1,755

2,852

2,789

3,396

1,892

14,476

713

920

1,658

2,562

2,710

3,664

2,066

154

14,447

119659

852

1,300

2,315

2,375

2,952

2,103

12,675

142
644

639

1,001

1,611

1,580

1,669

1,628

8,914

「フィッシング」に関する消費
生活相談件数の推移（年齢層別）

図表 I-1-3-24
いった、実在する企業から送られたように見せ
かけたメールやSMSのリンクに誘導されて、ク
レジットカード番号や個人情報等を入力した結
果、経済的な被害が発生する事例がみられます。
　不審なメールやSMSを受信した場合や、不審
なサイトに誘導された場合には、個人情報を入
力したり送信したりしないよう、十分に注意す
る必要があります。
　「サポート詐欺28」に関する消費生活相談は、
2023年（7,480件）をピークに、2025年は3,758
件まで減少しました。一方で、請求された、又
は契約した金額である契約購入金額の全年齢層
での平均値は近年増加しており、2025年は
52.9万円となり、前年（27.9万円）と比べて
大幅に増加しました（図表Ｉ-1-3-25）。

図表 I-1-3-25 「サポート詐欺」に関する消費生活相談件数と契約購入金額の推移（年齢層別）
（件） （万円）

（年）

（備考）PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2026年３月31日までの登録分）。
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5,505 5,346 

7,480 
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474
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322
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82

64

292

1,888

863

432

153

63

39

28

70歳以上50歳代40歳代 無回答（未入力）60歳代30歳代20歳代20歳未満

平均契約購入金額（右軸）
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　具体的な事例としては、「パソコンを使用中
に警告音声が流れ、表示されたサポート窓口の
電話番号に連絡した。修復のために電子マネー
カードをコンビニで次々購入してサポート代金
を支払ったが詐欺だった」といった相談のよう
に、サポート代金やセキュリティ対策費といっ
た様々な名目で繰り返し金銭を支払わせる手口
が確認されています。
　また、「パソコンにウイルス感染を示す警告
表示と大音量が流れ、表示された連絡先に電話
したところ、サポート業者を名乗る者にパソコ
ンを遠隔操作されインターネットバンキングの
暗証番号等が盗まれた。約400万円が業者口座
に送金されてしまった」といった相談のように、
サポートを装いパソコンやスマートフォン等に
遠隔操作ソフトをインストールさせ、インター
ネットバンキング口座等から預貯金を不正に送
金し、だまし取る手口もみられます。
　「サポート詐欺」による被害を未然に防ぐた
めには、パソコン操作中に突然警告画面が表示
されたり警告音が鳴ったりしても、表示された
連絡先に慌てて連絡することなく、落ち着いて
状況を確認するとともに、不安な場合は周囲の
人や信頼できる人に相談することが重要です。

（３）国際化に関わる消費生活相談

CCJの活動

　インターネットの普及等を背景に、消費者に
とって海外事業者との取引が身近になる中で、
海外事業者とのトラブルも増加傾向にありま
す。CCJ29は、インターネットでの海外事業者
との取引（商品購入、宿泊予約等）や海外での
現地取引（旅行先での商品購入、サービス利用
等）においてトラブルに遭った日本の消費者の
相談窓口です。CCJでは、海外の提携消費者相
談機関と連携し、海外に所在する相手方事業者
に相談内容を伝達するなどして事業者の対応を
促し、日本の消費者と海外の事業者のトラブル
解決を支援しています。

CCJに寄せられた相談の特徴

　CCJが受け付けた相談件数について、2025
年は8,207件となり、前年の6,258件から増加
し、2011年の開設以降、最も多くなりました。
年齢層別にみると、20歳代が22.2％と最も高
い割合を占めています（図表Ｉ-1-3-26）。

「役務・サービス」、「衣類」、
「趣味用品」の割合が高い

　2025年にCCJが受け付けた相談を商品・サー
ビス類型別にみると、「役務・サービス」が
55.1％と最も高い割合を占めています。具体
的には、動画・音楽の配信サービス、インター
ネット上の占いや性格診断等のサブスクリプ
ション契約、海外渡航認証（ESTA等）の手続
代行サービスに関する相談がみられました。
　２番目は「衣類」（8.2％）で、洋服等の商品
未着や返品・返金に関する相談がみられました。
３番目は「趣味用品」（7.8％）で、フィギュア、
トレーディングカード、ゲーム機等の商品未着
や返金に関する相談がみられました（図表
Ｉ-1-3-27）。

29）�2011年11月、消費者庁において開設、2015年４月から国民生活センターに業務移管。2015年度は移管準備のため４月
から５月までは相談窓口を閉鎖し、６月から相談受付を開始。
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（年）

（備考）2021年から2025年までにCCJが受け付けた相談(2026年１月５日検索分）。

20252024202320222021

不明70歳以上60歳代50歳代40歳代30歳代20歳代20歳未満

0

1,000

2,000
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9.1％
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8.5％ 3.6％
1.0％

4,898 4,756

5,924

17.3％

16.4％

21.2％

21.9％

13.9％

6.7％

6,258 

22.2％

2.4％

19.3％

20.9％

19.5％

10.8％

4.6％

8,207 

2.5％ 1.9％

3.5％

0.4％
0.6％

0.2％

0.3％

（件）

CCJが受け付けた相談件数と年齢層別相談割合の推移図表 I-1-3-26

（％）

（年）

（備考）2021年から2025年までにCCJが受け付けた相談（2026年１月５日検索分）。

20252024202320222021

その他健康補助食品ソフトウェア履物家具・家電

宿泊航空券身の回り品趣味用品衣類役務・サービス
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図表 I-1-3-27 CCJが受け付けた相談の商品・サービス類型別割合の推移
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「解約」に関する相談内容が
約５割を占める

　2025年にCCJが受け付けた相談をトラブ
ル類型別にみると、「解約」が54.0％と最も
高い割合を占めています。意図せず誘導され
契約してしまったサブスクリプションサービ
スの解約や返金に関するトラブル、SNSを
きっかけとした占いサイトやフィットネスア
プリ等の解約をめぐる相談が多くみられまし
た。
　次いで、商品が届かないことを不審に思い
確認したところ、模倣品を販売する偽サイト
だったなどの「模倣品未着」に関する相談が
8.7％を占めています。
　また、「商品未到着」（6.2％）に関する相
談には、注文・購入した商品が届かず返金を
求める相談がみられ、「詐欺疑い」（3.7％）
には、投資（暗号資産やFX（外国為替証拠
金取引）を含む。）やロマンス投資詐欺、無
在庫物販で利益を得るとうたうネットショッ
プの開業に関する相談等がみられました（図
表Ｉ-1-3-28）。

（備考）１．2025年にCCJが受け付けた相談（2026年１月５日検

索分）。

　　　　２．｢詐欺疑い」は、注文及び決済の事実が確認できるに

もかかわらず、何も届かないまま事業者とのコミュ

ニケーションが途絶え（又は事業者が合理的な対応

をしない）、なおかつ事業者の実態が正確に把握で

きない相談。

図表 I-1-3-28

模倣品未着 8.7％

（Ｎ＝8,207）

CCJが受け付けた相談の
トラブル類型別割合（2025 年）

その他 18.7％

不良品 1.5％

模倣品到着
1.7％

不当請求
2.5％

返品 3.1％

詐欺疑い
3.7％

商品未到着 6.2％

解約 54.0％

　加えて、近年、海外渡航に当たり事前の電子
渡航認証を義務付ける国が増えていることを背
景に、海外渡航予定者が、インターネット検索
で上位に表示された申請代行サイトを公式サイ
トと誤認して申請を行い、当該申請代行サイト
事業者から高額な手数料を請求されるといった
相談が寄せられており、CCJは消費者への注意
喚起を行いました30。

事業者所在国・地域は「米国」、
「キプロス」、「シンガポール」が多い

　

　CCJが受け付けた相談について事業者の所在
国・地域別にみると、2025年は米国（16.2％、
1,331件）が最も多く、キプロス（8.9％、731
件）、シンガポール（5.2％、423件）、中国（3.5％、
287件）と続きます（図表Ｉ-1-3-29）。

30）�国民生活センター 「えっ？！公式サイトから申請したはずが、そうじゃなかった？ -ESTA等の申請代行サイトに関する相
談が増加しています-」（2025年８月公表）
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287
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16.2％

8.9％
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3.1％

3.0％

2.5％
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1.8％

1.1％

24.1％

28.4％

100％
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英国

オランダ

スイス

その他

不明

合計

件数国名順位 割合

図表 I-1-3-29
CCJが受け付けた相談の事業者
所在国・地域別上位件数（2025年）

（備考）2025年にCCJが受け付けた相談（2026年１月５日検索分）。
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（１）消費者被害・トラブルの経験

商品・サービスに関する消費者被害・
トラブルの経験の割合は減少

 

　「消費者意識基本調査」（2025年度）において、
消費者に、購入した商品や利用したサービスに

ついて、この１年間の消費者被害・トラブルの
経験を聞いたところ、｢商品の機能・品質やサー
ビスの質が期待よりかなり劣っていた｣、｢表示・
広告と実際の商品・サービスの内容がかなり
違っていた｣、｢思っていたよりかなり高い金額
を請求された｣ 等、何らかの消費者被害・トラ
ブルに遭った経験があると回答した人の割合は
20.1％となりました（図表Ｉ-1-4-1）。

消費者被害・トラブルの経験と被害・トラブル額の推計第４節

商品の機能・品質やサービスの質が期待よりかなり劣っていた 

表示・広告と実際の商品・サービスの内容がかなり違っていた

12.0％

7.8％

3.6％

2.1％

1.9％

2.3％

1.0％

2.2％

16.9％

12.8％

8.1％

3.5％

2.3％

2.6％

2.2％

1.2％

2.4％

17.2％

16.3％

11.0％

4.5％

3.6％

3.1％

2.2％

1.7％

2.7％

21.6％

15.7％

11.7％

5.6％

3.1％

2.9％

3.4％

1.7％

2.2％

22.3％

14.9％

9.6％

4.0％

2.9％

2.1％

1.8％

1.5％

2.1％

20.1％

思っていたよりかなり高い金額を請求された 

契約・解約時のトラブルにより被害にあった

問題のある販売手口やセールストークにより契約・購入した

けが、病気をする等、安全性や衛生面に問題があった

詐欺によって事業者にお金を払った（又はその約束をした。）

その他の消費者被害の経験

上記のいずれかの経験があった

2021年度

（2021年11月）

Ｎ＝5,493 Ｎ＝5,634

2022年度

（2022年11月）

Ｎ＝5,544

2023年度

（2023年11月）

Ｎ＝5,046

2024年度

（2024年11月）

Ｎ＝5,473

2025年度

（2025年11月）

（備考）１．消費者庁「消費者意識基本調査」により作成。（　）内は調査実施時期。

　　　　２．｢あなたが、この１年間に購入した商品や利用したサービスについて、以下に当てはまる経験をしたことはありますか。」との問

に対する回答（複数回答）。

図表 I-1-4-1 購入商品や利用サービスでの消費者被害･トラブルの経験

消費者被害・トラブル事例のうち、
相談又は申出が行われたのは約４割

　「消費者意識基本調査」（2025年度）において、
この１年間に消費者被害・トラブルを経験した
人から報告された事例について、事例ごとに「相
談又は申出の有無」を聞いたところ、「相談又
は申出をした」と回答があった割合は36.1％

で、「誰にも相談又は申出をしていない」と回
答があった割合は42.6％でした。さらに、「相
談又は申出をした相手」を聞いたところ、「家族、
知人、同僚などの身近な人」と回答があった割
合が39.8％と最も高く、次いで「商品やサー
ビスの提供元であるメーカーなどの事業者」と
回答があった割合が35.6％でした（図表Ｉ-1-
4-2）。
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31）�消費者被害・トラブル額の推計方法の検討に当たっては、「消費者被害に関連する数値指標の整備に関する検討会」（2013
年度）を開催した。

32）2025年の消費者被害・トラブルの推計発生件数は約1,717万件。
33）　�１件当たりの消費者被害・トラブル額（既支払額（信用供与を含む。））の平均金額（１億円以上の案件を除く。）は、 

2023年は約49.7万円、2024年は約51.6万円、2025年は約52.9万円。

図表 I-1-4-2 消費者被害・トラブルのあった商品・サービスについての相談・申出の有無とその相手

（％）0 10 20 30 40 50

39.8

（備考） １．消費者庁「消費者意識基本調査」(2025年度)により作成。

　　　　 ２．左図：母数は消費者被害やトラブルのあった事例の総数。Ｎ＝856。

　　　　 ３．右図：消費者被害やトラブルに遭い、かつ、相談又は申出を行った事例における相談・申出先（複数回答）。Ｎ＝309。

家族、知人、同僚などの身近な人

商品やサービスの提供元である

メーカーなどの事業者

商品・サービスの勧誘や販売を

行う販売店、代理店など

市区町村や消費生活センターなどの

行政機関の相談窓口

警察

弁護士、司法書士などの専門家

消費者団体

事業者団体

上記以外の人や機関など

無回答

35.6

19.7

11.7

9.1

2.9

1.6

1.0

7.1

4.9

（％）

36.1

42.6

21.3

相談又は
申出をした

誰にも相談又は
申出をしていない

無回答

（２）消費者被害・トラブル額の推計

消費者被害・トラブル額の推計の
考え方

 

　消費者被害・トラブルの状況を把握するため
の一つの指標として、全国の消費生活センター
等に寄せられた消費生活相談情報があります。
これは、消費者被害・トラブルの端緒や動向を
把握する上で不可欠な情報です。
　一方で、消費者やその家族等から相談があっ
たものに限られているため、相談情報に表れな
い消費者被害の実態やその規模については、こ
れのみでは十分に把握することができません。

　そのため消費者庁では、消費者被害・トラブ
ル全体の大まかな規模を把握するため、一定の
前提に基づき、2013年から消費者被害・トラ
ブル額を推計しています31。
　消費者被害・トラブル額は、消費者被害・ト
ラブルの推計発生件数32に１件当たりの消費者
被害・トラブル額の平均金額33を乗じることで
算出しています。具体的には、満15歳以上人
口に、「消費者意識基本調査」の結果から算出
される消費者被害・トラブルの推計発生確率（消
費者被害・トラブルの経験事例数を有効回収数
で除したもの）を乗じることで、日本全体にお
ける消費者被害・トラブルの発生件数を推計し
ています。次に、この推計発生件数に、消費生
活相談情報から把握される１件当たりの平均被
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害額を乗じることにより、日本全体における消
費者被害・トラブル額を推計しています。なお、
本推計に当たっては、被害額が少額のもの（１万
円未満）と高額のもの（１万円以上）に分けて
推計し、これに、高齢者については、消費生活
相談情報からは捕捉されない潜在的な被害が一
定程度存在すると仮定して推計した金額を加え
て算出しています。
　推計結果としては「既支払額（信用供与を含
む。）」及び「契約購入金額」の二つの推計値を
示しています。このうち、「既支払額」（実際に
消費者が事業者に支払った金額）に「信用供与」

（クレジットカード等で決済しており、まだ支

払は発生していないもののいずれ引き落とされ
る金額）を加えた「既支払額（信用供与を含む。）」
を、消費者が負担した金額の実態に近いものと
して取り扱っています。

2025年の消費者被害・トラブル額

　以上の手法により推計したところ、2025年
の消費者被害・トラブル額は、「既支払額（信
用供与を含む。）」で約7.6兆円となりました（図
表Ｉ-1-4-3）。

消費者被害・トラブル額の推計結果図表 I-1-4-3

（備考）１．｢既支払額（信用供与を含む。）」とは、既に支払った金額にクレジットカード等による将来の支払額を加えたもの。

　　　　２．消費者被害・トラブル額は、満15歳以上人口に消費者被害・トラブルの推計発生確率を乗じることで、日本全体における被害・トラブ

ル件数を推計し、次に、その推計件数に平均被害額を乗じた上で、高齢者の潜在被害として想定される金額を加えて算出。

　　　　３．人口は、各年の総務省「人口推計」における各月１日現在人口（10月確定値）を使用。推計発生確率は、各年の消費者意識基本調査に

おける消費者被害・トラブルの経験事例数を有効回収数で除して算出。平均被害額は、各年の消費生活相談情報(翌年１月31日までの

登録分）より算出。

　　　　４．まれに発生する極端に大きな金額の被害案件が実態以上に推計全体に影響を及ぼしてしまう可能性を考慮し、2024年度に開催した「消

費者被害に関連する数値指標の整備に関する検討会」のフォローアップ会議での議論を踏まえ、「令和７年版消費者白書」から、発

生確率や平均金額を比較的安定して推計できる１億円未満の案件を対象として推計している。なお、１億円以上の相談案件は以下の

とおり。

 　【既支払額（信用供与を含む。）】2021年：26件（総額49億円）、2022年：52件（総額120億円）、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2023年：62件（総額205億円）、2024年：70件（総額116億円）、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2025年：81件（総額141億円）

  【契約購入金額】2021年：59件（総額118億円）、2022年：86件（総額284億円）、2023年：117件（総額313億円）、

　　　　　　　　　　　　 　2024年：125件（総額212億円）、2025年：156件（総額242億円）

　　　　　　また、１億円以上の案件を含んだ場合の消費者被害・トラブル額の推計金額は以下のとおり。

 【既支払額（信用供与を含む。）】2021年：約5.9兆円、2022年：約6.5兆円、2023年：約8.8兆円、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2024年：約9.6兆円、2025年：約8.1兆円

 【契約購入金額】2021年：約7.3兆円、2022年：約8.4兆円、2023年：約10.6兆円、2024年：約11.8兆円、2025年：約9.8兆円

　　　　５．本推計値は、一定の前提に基づき機械的な計算により算出したものであることに留意。

約5.6兆円

約6.9兆円

約6.0兆円

約7.5兆円

約7.9兆円

約9.4兆円

約9.0兆円

約10.9兆円

約7.6兆円

約9.0兆円

既支払額（信用供与を含む。）

契約購入金額

2023年2022年2021年 2024年 2025年
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